
　
　
　
道
修
町
三
丁
目
「
諸
事
書
上
帳
」
第
四
冊
の
三

野
　
高
　
宏
　
之

都
市
行
政
に
お
け
る
捨
子
対
策

　

天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
の
「
諸
事
書
上
帳
」
に
は
二
件
の
捨
子
記
事
が
あ

る
（
七
月
二
十
四
日
、
十
月
六
・
七
日
）。
そ
の
ど
ち
ら
も
に
夜
番
が
登
場
す

る
。
七
月
は
夜
番
が
来
る
前
の
捨
子
で
あ
っ
た
こ
と
を
町
奉
行
所
で
確
認
し
て

い
る
。
十
月
で
は
町
の
者
に
と
も
な
わ
れ
て
夜
番
が
町
奉
行
所
に
呼
び
出
さ

れ
、
今
後
捨
子
の
再
発
防
止
に
努
力
す
る
こ
と
を
記
し
た
請
証
文
を
提
出
し
て

い
る
。そ
こ
で
本
稿
で
は
捨
子
と
の
関
係
を
中
心
に
夜
番
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

大
坂
町
奉
行
所
の
捨
子
対
策
は
ま
ず
生
類
憐
み
政
策
か
ら
始
ま
る
（
触
七
〇

二
、
七
二
二
）。
そ
の
後
、
十
八
世
紀
の
半
ば
に
は
捨
子
の
管
轄
区
域
を
定
め

る
と
と
も
に
、
町
奉
行
所
の
当
番
所
で
は
捨
子
届
を
捨
子
帳
に
よ
っ
て
記
録
し

た
。

　

捨
子
の
管
轄
区
域
は
町
人
地
（
町
内
）、
大
坂
城
近
辺
、
町
奉
行
所
近
辺
、

町
奉
行
組
与
力
・
同
心
屋
敷
近
辺
、
寺
町
（
上
町
）
に
分
か
れ
る
。「
大
坂
三

郷
城
代
条
目
」『
当
番
所
取
捌
覚
』、『
裁
判
至
要
』
な
ど
に
よ
る
と
、
区
域
ご

と
の
対
応
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
町
内
（
町
人
地
）
の
捨
子
は
町
内
で
養
育
。

②
御
城
近
辺
の
捨
子
は
惣
会
所
で
養
育
。

③
町
奉
行
所
組
与
力
・
同
心
屋
敷
の
捨
子
は
惣
会
所
で
養
育
。

④�

町
奉
行
所
近
辺
の
捨
子
は
町
奉
行
所
の
下
宿
で
養
育
。
そ
の
後
、
町
奉
行
所

近
辺
・
下
宿
請
地
・
辻
番
請
負
人
請
地
の
捨
子
は
惣
会
所
で
養
育
。

⑤�

上
町
の
寺
町
近
辺
の
捨
子
は
寺
院
で
養
育
。
明
和
元
年
以
後
、
惣
会
所
で
養

育
。
養
育
料
は
寺
院
が
負
担
（『
御
用
録
』
一
ー
八
）。

ま
た
大
坂
代
官
所
近
辺
の
捨
子
も
安
永
九
年
五
月
ま
で
は
町
奉
行
所
に
届
け
出

た
（『
御
用
録
』
五
ー
二
八
八
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
町
人
地
以
外
の
捨
子
は
次
第
に
惣
会
所
が
養
育
等
を
受
け
持

つ
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
町
人
地
以
外
の
捨
子
は
惣
会
所
の
町
惣
代
が
担
当
し

た
（『
御
用
録
』
一
ー
五
）。

　

つ
い
で
十
七
世
紀
後
半
の
安
永
・
天
明
年
間
に
は
町
人
地
の
捨
子
監
視
が
各
一
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町
内
の
夜
番
の
責
任
と
な
っ
た
。
捨
子
が
見
つ
か
る
と
夜
番
の
責
任
が
問
わ

れ
た
の
は
こ
の
頃
だ
け
で
、
そ
の
後
、
社
会
の
関
心
は
養
親
を
確
保
す
る
こ

と
に
移
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
捨
子
の
町
内
と
養
親
を
つ
な
ぐ
口

入
人
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

木
戸
番
・
自
身
番
・
町
中
の
夜
番
・
四
ケ
所
の
夜
番

　

江
戸
時
代
初
期
、
夜
番
は
町
人
の
つ
と
め
で
あ
り
、
町
境
の
木
戸
番
の
こ

と
で
あ
っ
た
（
慶
安
元
年
四
月
五
日
付
補
触
四
・
五
）
延
享
二
（
一
七
四
五
）

年
閏
十
二
月
、
町
奉
行
所
は
夜
中
に
長
吏
が
町
廻
り
す
る
の
で
各
町
の
夜
番

は
承
知
せ
よ
と
の
町
触
を
出
し
て
い
る
。（
触
一
九
五
三
）。
夜
中
の
巡
廻
は

木
戸
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夜
番
が
木
戸
の
開
閉
を
お
こ
な
っ
て

い
た
か
ら
、
こ
の
通
達
が
出
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
十
八
世
紀
中
ご
ろ

ま
で
、
木
戸
番
と
夜
番
は
同
義
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
道
修
町
三

丁
目
の
明
和
七
年
に
お
け
る
町
入
用
を
み
る
と
、
丁
代
夜
番
、
自
身
番
、
立

番
、
丼
池
垣
外
番
が
別
個
の
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
木
戸

番
の
項
目
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る（
道
三
文
書
一
二
七「
銀
子
入
払
帳
」）。

　

と
こ
ろ
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
木
戸
番
と
夜
番
の
語
法
に
ズ
レ
が

生
じ
る
。
道
修
町
三
丁
目
で
は
寛
政
年
間
の
木
戸
番
・
立
番
の
賃
銀
を
記
録

し
て
い
る
（
道
三
文
書
二
四
三
）。
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
、
一
夜
一
四

八
文
の
賃
銀
で
立
番
を
三
人
雇
っ
て
い
る
。
同
二
年
は
一
月
か
ら
三
月
迄
は

昨
年
同
様
、
四
月
か
ら
十
月
ま
で
は
一
人
に
減
ら
し
、
十
一
月
か
ら
は
二
人

に
増
や
し
て
い
る
。
翌
三
年
は
東
西
の
木
戸
番
を
雇
い
（
二
人
）、
四
年
は

東
西
南
北（
こ
れ
が
木
戸
な
の
か
辻
な
の
か
は
不
明
）に
四
人
雇
っ
て
い
る
。

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
道
修
町
三
丁
目
の
夜
番
は
通
常
二
人
な
の
で
、
こ
の

史
料
に
現
れ
る
木
戸
番
・
立
番
と
夜
番
は
一
致
し
な
い
。

　

寛
政
元
年
七
月
、
中
国
筋
御
巡
見
役
花
房
仙
五
郎
一
行
が
大
坂
に
滞
在
し

た
。
こ
の
御
用
宿
が
道
修
町
に
も
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
道
修

町
三
丁
目
は
町
境
の
立
ち
番
四
人
・
辻
番
一
人
合
計
五
人
の
人
足
を
出
し
た

（「
諸
事
書
上
帳
」
本
誌
第
五
四
号
六
頁
参
照
）。
こ
れ
と
さ
き
ほ
ど
の
立
番

三
人
を
雇
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
か
ら
、
道
三
文
書
二
四
三
の
立
番
・
木
戸

番
は
夜
番
と
は
別
個
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
せ
い
ぜ

い
夜
番
が
木
戸
番
を
兼
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　

木
戸
番
の
ほ
か
、
各
町
に
は
自
身
番
も
あ
っ
た
。
江
戸
の
自
身
番
が
常
設

で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
大
坂
で
は
歳
末
や
穏
便
触
が
出
た
と
き
、
御
用
宿

の
期
間
中
な
ど
に
臨
時
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
お
も
に
放
火
と
不
審

者
の
監
視
が
つ
と
め
で
あ
り
、
夜
間
に
何
度
か
町
内
を
見
回
る
の
が
仕
事
で

あ
る
。
本
来
は
町
人
の
役
割
で
あ
っ
た
。「
諸
事
書
上
帳
」
第
二
冊
に
安
永

五
（
一
七
七
六
）
年
四
月
に
町
奉
行
が
惣
年
寄
を
通
じ
て
各
町
に
通
達
し
た

自
身
番
の
指
示
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
自
身
番
に
は
木
戸
の
管
理
、
放
火

の
監
視
、
不
審
者
の
拘
束
と
い
っ
た
役
割
が
あ
っ
た
。
道
修
町
三
丁
目
で
は

自
身
番
は
町
会
所
に
置
か
れ
る
場
合
と
町
人
の
家
屋
敷
に
置
か
れ
る
場
合
が

あ
っ
た
。
ま
た
寛
政
年
間
に
は
何
度
か
老
中
の
大
坂
巡
見
が
あ
っ
た
が
、
そ
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の
つ
ど
道
修
町
三
丁
目
で
は
自
身
番
を
お
い
た
。
通
常
毎
夜
家
持
二
名
、
借

屋
人
一
名
が
夜
番
に
あ
た
っ
た
が
、
こ
れ
以
外
に
泊
ま
り
詰
を
雇
う
こ
と
も

あ
っ
た
（
道
三
文
書
八
二
、二
一
四
）。
道
修
町
三
丁
目
文
書
に
文
政
九
（
一

八
二
六
）
年
の
夜
番
請
負
証
文
が
あ
る
（
道
三
文
書
二
九
二
ー
一
二
四
）。

そ
の
勤
方
心
得
に
は
、
夜
番
は
自
身
番
所
に
出
勤
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ち
な
み
に
天
保
六
（
一
八
三
五
）
年
刊
行
の
『
街
能
噂
』
巻
の
四

に
は
、
夜
廻
り
の
太
鼓
の
役
は
日
雇
い
で
あ
り
、
自
身
番
が
指
図
す
る
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　

町
の
雇
人
で
あ
る
夜
番
の
ほ
か
、
盗
賊
や
行
倒
人
（
野
非
人
）
対
策
と
し

て
四
ケ
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た
垣
外
番
も
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
延
享
二

年
閏
十
二
月
、
町
奉
行
所
は
夜
中
に
長
吏
が
町
廻
り
す
る
の
で
各
町
の
夜
番

は
承
知
せ
よ
と
の
町
触
で
あ
る
（
触
一
九
五
三
）。
町
廻
り
だ
け
で
は
機
能

し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
宝
暦
十
二
（
一
七
六
二
）
年
ま
で
に
、
町
奉
行

所
盗
賊
吟
味
方
が
四
ケ
所
に
対
し
て
手
下
の
者
を
町
方
の
昼
番
と
夜
番
に
派

遣
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
（『
悲
田
院
長
吏
文
書
』
三
一
七
頁
）。
し
た
が

っ
て
町
内
に
垣
外
番
が
現
れ
る
の
は
十
八
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て

で
あ
る
。

　

大
坂
の
夜
番
に
つ
い
て
、
火
事
の
ほ
か
、
行
倒
人
や
捨
子
を
防
止
す
る
役

割
を
負
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
行
倒
人
を
警
戒
す
る
垣
外
番

（
夜
番
）
と
捨
子
を
警
戒
す
る
町
抱
え
の
夜
番
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
少

な
く
と
も
道
修
町
三
丁
目
の
夜
番
が
行
倒
人
に
関
わ
っ
た
記
録
は
み
あ
た
ら

な
い
。
十
九
世
紀
後
半
の
史
料
に
な
る
が
、「
諸
事
書
上
帳
」
第
十
九
冊
、

明
治
四
年
正
月
に
四
ケ
所
入
用
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。そ
の
一
項
目
に
、

　
　

一
銭
三
拾
貫
文　
　

垣
外
番
賃

　
　
　
　

但
夜
番
賃
者
相
除
御
座
候

と
記
さ
れ
て
い
る
。
道
修
町
三
丁
目
で
は
垣
外
番
と
夜
番
は
別
個
の
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
町
人
地
（
三
郷
）
各
町
の
番
人
に
は
町
内
の
見
廻
り

を
す
る
タ
イ
プ
（
自
身
番
・
夜
番
・
垣
外
番
）
と
、
木
戸
や
辻
の
警
固
に
あ

た
り
、
町
廻
り
は
し
な
い
タ
イ
プ
（
木
戸
番
・
辻
番
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
木
戸
番
・
夜
番
・
辻
番
・
木
戸
番
と
い
っ
た
複
数
の
番
が
江
戸
時
代

を
通
じ
て
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
段
階
で
融
合
す
る
の
か
は
よ
く

わ
か
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

夜
番
が
常
雇
い
で
あ
る
か
一
回
ご
と
の
雇
用
で
あ
っ
た
か
も
検
討
の
余
地

が
あ
る
。
道
修
町
三
丁
目
で
は
夜
番
人
に
月
ご
と
の
給
与
を
渡
し
て
い
る
。

嘉
永
二
（
一
八
四
九
）
年
は
毎
月
給
銀
を
一
七
匁
、
夜
食
代
六
匁
五
分
を
渡

し
て
い
る
。
ま
た
明
治
三
（
一
八
八
〇
）
年
に
は
一
カ
月
の
賃
銀
を
銭
十
貫

文
、一
夜
で
は
三
四
二
文
と
規
定
し
て
い
る（
道
三
文
書
二
九
二
ー
二
四
二
、

同
「
諸
事
書
上
帳
」
第
一
九
冊
）。
翌
四
年
は
夜
番
三
人
の
う
ち
一
人
は
小

使
（
お
そ
ら
く
丁
代
下
役
）、
残
る
二
人
は
雇
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

明
治
初
年
の
規
定
を
み
る
と
、
常
雇
い
の
夜
番
と
一
夜
雇
い
の
夜
番
の
二
つ

の
雇
用
形
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
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常
雇
い
に
せ
よ
、
一
夜
雇
い
に
せ
よ
橘
通
五
丁
目
（
小
枝
家
文
書
）
や
道

修
町
三
丁
目
の
捨
子
文
書
を
み
る
か
ぎ
り
、
各
町
は
町
内
に
住
む
借
屋
人
を

夜
番
に
雇
用
し
た
よ
う
だ
。
と
り
わ
け
道
修
町
三
丁
目
で
は
夜
番
を
町
会
所

に
附
属
す
る
借
屋
に
住
ま
わ
せ
た
。
本
誌
一
〇
、
一
五
頁
に
夜
番
が
町
会
所

家
守
が
管
理
す
る
借
屋
に
住
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
道
修

町
三
丁
目
の
町
会
所
は
道
修
町
の
通
り
に
面
し
て
、
二
軒
の
表
借
屋
が
あ
る

（
道
三
文
書
二
四
三
）。
こ
の
二
つ
の
史
料
か
ら
、
道
修
町
三
丁
目
で
は
二

人
の
夜
番
を
町
会
所
付
属
の
借
屋
に
住
ま
わ
せ
、
彼
ら
の
借
屋
が
夜
間
は
夜

番
の
詰
所
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
（
本
誌
一
〇
、
一
六
頁
）。

　

夜
番
の
勤
務
時
間
は
お
お
む
ね
暮
れ
六
ツ
時
か
ら
明
け
六
ツ
時
で
あ
る

（『
大
阪
市
史
』
四
上　

達
一
一
九
八
、
補
達
四
六
二
、
達
一
五
四
六
）。
と

こ
ろ
で
大
坂
の
捨
子
史
料
を
み
て
い
る
と
、
暮
れ
六
ツ
や
明
け
六
ツ
に
捨
子

を
見
つ
け
た
と
届
け
出
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
こ
れ
は
夜
番
の
勤
務
時
間
外
に

捨
子
を
見
つ
け
た
こ
と
に
し
て
、
夜
番
の
責
任
を
回
避
さ
せ
る
配
慮
が
は
た

ら
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
先
に
道
修
町
三
丁
目
で
は
町
会
所
の

借
屋
に
夜
番
が
住
ん
で
い
た
と
推
測
し
た
。
彼
ら
は
町
内
に
居
て
も
、
暮
れ

六
つ
か
ら
明
け
六
つ
ま
で
の
勤
務
時
間
外
は
職
務
怠
慢
の
責
任
を
と
わ
れ
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
天
明
七
年
最
初
の
捨
子
が
発
生
し
た
と
き
、
町
奉
行

所
は
捨
子
発
見
が
夜
番
の
勤
務
時
間
外
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
夜
番

に
責
任
を
問
う
（
請
証
文
を
作
成
す
る
）
こ
と
は
な
か
っ
た
の
は
こ
の
た
め

で
あ
る
。

安
永
年
間
の
捨
子
対
策

　

町
人
地
の
捨
子
に
つ
い
て
は
、
安
永
三
年
の
町
触
に
よ
っ
て
各
町
内
の
夜

番
の
責
任
が
明
確
と
な
り
、
捨
子
が
あ
っ
た
町
内
の
夜
番
は
町
預
け
一
〇
日

ほ
ど
の
処
分
を
う
け
た
。
そ
の
後
、
捨
子
が
あ
っ
た
翌
日
、
夜
番
人
を
公
事

場
で
叱
責
し
、
当
番
惣
代
に
命
じ
て
夜
番
人
か
ら
請
証
文
を
と
ら
せ
る
手
続

き
と
な
っ
た
。
こ
の
流
れ
を
町
触
と
組
触
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
捨
子
の
発
生
を
夜
番
の
責
任
と
定
め
た
の
は
安
永
三
年
二
月
十
一

日
付
け
の
町
触
で
あ
る
（
触
二
八
五
八
）。
触
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、「
油
断
し
て
捨
子
の
行
為
が
あ
っ
た
場
合
は
夜
番
の
者
に
不
注
意
の

責
任
が
あ
る
」
と
町
奉
行
所
は
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
触
が
言

う
先
年
の
触
と
は
元
禄
十
六
年
、
宝
永
元
年
の
も
の
で
あ
り
（
触
七
〇
九
、

七
二
二
）
本
文
が
な
い
。
夜
番
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
は

生
類
憐
れ
み
政
策
の
一
環
で
出
さ
れ
た
町
触
で
あ
り
、
夜
番
へ
の
言
及
は
な

か
っ
た
と
考
え
る
。

【
参
考
史
料
一　

捨
子
禁
止
の
町
触
】

　
　
　
　

於
町
々
捨
子
致
間
敷
事

捨
子
い
た
し
候
事
者
御
制
禁
ニ
而
、
先
年
度
々
触
渡
も
有
之
候
処
、
近
来
捨

子
令
増
長
、不
届
之
事
ニ
候
、依
之
以
来
町
々
ニ
お
ゐ
て
出
生
之
者
有
之
者
、

家
持
者
年
寄
江
相
届
、
借
屋
人
者
家
主
江
相
届
、
家
主
よ
り
年
寄
江
相
届
、

手
代
・
下
人
等
者
主
人
江
相
届
、
其
主
人
よ
り
年
寄
へ
可
相
届
、
年
寄
共
相

糺
、
早
速
人
別
等
加
置
可
申
候
、
此
上
捨
子
い
た
し
候
者
於
有
之
者
、
急
度
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曲
事
ニ
可
申
付
候
間
、町
中
之
者
町
切
ニ
随
分
心
掛
ケ
、夜
番
之
者
江
申
付
、

捨
候
者
者
勿
論
、
あ
や
し
き
躰
之
者
ニ
而
も
、
見
逢
次
第
可
捕
来
候
、
令
油

断
捨
子
致
さ
せ
候
ハ
ヽ
、
夜
番
之
者
不
念
た
る
へ
く
候

右
之
趣
三
郷
町
中
不
洩
様
可
触
知
者
也

　
　
　

午
二
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山　

城

�

（
触
二
八
五
八
）

　

安
永
年
間
、
在
坂
役
人
の
捨
子
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
た
。
同
五
年
、

大
坂
城
代
は
捨
子
の
親
に
対
す
る
刑
罰
を
重
く
す
べ
き
か
、
江
戸
表
に
諮
問

し
て
い
る
。
こ
の
と
き
老
中
か
ら
、
捨
子
を
す
る
に
は
貧
困
や
母
乳
が
で
な

い
な
ど
様
々
な
事
情
が
あ
る
の
で
、
処
罰
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
し
、
看
過
で

き
な
い
事
案
は
そ
の
つ
ど
検
討
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
あ
り
採
用
し

て
い
る
。

【
参
考
史
料
二　

捨
子
い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
】

　
　
　
「
安
（
朱
書
）永

四
乙
未
年
三
月

　
　
　
　

御
城
代
久
世
出
雲
守
殿
御
渡
候
御
書
付
写
」

捨
子
致
間
敷
旨
先
年
被　

仰
出
、
其
後
も
度
々
此
表
触
渡
候
処
、
近
年
捨
子

数
多
有
之
候
付
、
去
々
巳
年
も
猶
又
当
地
江
相
触
候
処
、
兎
角
捨
子
不
相
減

不
埒
ニ
付
、
是
迄
捨
子
致
候
も
の
相
顕
候
得
者
御
仕
置
所
払
申
付
候
得
共
、

向
後
一
等
重
大
坂
三
郷
払
申
付
候
者
大
坂
町
内
ニ
住
居
不
相
成
候
付
相
響
、

自
然
与
捨
子
相
減
可
申
哉
与
被
存
候
旨
各
被
申
聞
趣
、
老
衆
江
申
上
候
処
、

捨
子
致
し
候
内
ニ
ハ
品
々
可
有
之
候
、
至
而
貧
窮
之
者
、
乳
も
無
之
育
可
申

手
段
無
之
、
無
拠
捨
候
類
ハ
其
節
之
始
末
ニ
よ
り
候
間
、
仕
来
之
通
所
払
ニ

申
付
、
捨
候
趣
意
不
届
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
其
節
相
伺
候
様
申
来
候
間
可
被
得

其
意
候

　
　
　

三
月

右
御
書
付
写
室
賀
山
城
守
殿
ゟ
大
西
駒
蔵
・
牧
野
冨
五
郎
江
御
渡
、
夫
ゟ
月

番
江
相
達
、
月
番
ゟ
仲
間
中
江
触
来
候
事

�

（『
御
用
録
』
四
ー
一
）

　

安
永
九
年
に
は
捨
子
の
貰
人
（
養
親
）
と
請
人
が
病
死
ま
た
は
欠
落
に
よ

っ
て
不
在
に
な
っ
た
と
き
の
取
り
扱
い
を
大
坂
城
代
と
大
坂
町
奉
行
で
協
議

し
、お
お
む
ね
当
時
の
慣
習
に
し
た
が
っ
て
元
町（
捨
子
が
見
つ
か
っ
た
町
）

が
引
き
取
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
元
町
が
拒
否
し
た
と
き
は
引
き
取
る
よ
う

指
導
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（『
御
用
録
』
五
ー
九
八
）。
天
明
七
年
二

月
十
七
日
、
前
年
に
捨
子
を
も
ら
っ
た
親
が
養
育
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
捨

子
が
あ
っ
た
道
修
町
三
丁
目
の
住
人
が
捨
子
を
引
き
取
っ
て
い
る
（
本
誌
五

六
号
一
〇
八
、
一
〇
九
頁
）。
こ
れ
は
当
時
の
慣
習
に
し
た
が
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

【
参
考
史
料
三　

捨
子
貰
人
ら
が
病
死
等
に
よ
り
養
育
困
難
に
な
っ
た
時
の

対
応
に
関
す
る
組
触
】

五

道修町三丁目「諸事書上帳」第四冊の三



一�

都
而
捨
子
貰
人
有
之
段
、
請
人
又
ハ
貰
人
病
死
・
欠
落
等
い
た
し
候
節
并

右
捨
子
成
行
断
之
儀
ニ
付
取
計
方
口
々
左
之
通
御
評
儀
之
上
相
極
候

一�
都
而
捨
子
貰
人
有
之
節
、
請
人
を
取
、
右
貰
人
・
請
人
召
連
、
元
町
之
者

断
出
聞
届
候
後
、
右
請
人
病
死
又
者
欠
落
い
た
し
候
段
断
出
候
得
者
聞

置
、
跡
請
人
取
替
置
候
様
申
渡
候
仕
来
ニ
候
得
共
、
畢
竟
請
人
之
儀
ハ
本

人
故
障
有
之
節
、
右
捨
子
を
引
請
致
養
育
候
之
申
訳
と
も
不
相
聞
、
全
捨

子
養
人
慥
成
も
の
与
申
請
合
迄
与
被
存
候
上
ハ
、
一
旦
右
請
人
之
請
負
ニ

而
聞
済
、
捨
子
茂
無
滞
養
居
候
得
者
、
又
々
請
人
取
替
候
ニ
ハ
及
間
敷
筋

ニ
付
、
以
来
前
書
之
通
請
人
病
死
致
、
欠
落
等
候
旨
断
出
候
ハ
ヽ
聞
置
候

上
ニ
而
、
跡
請
人
取
替
候
様
ニ
与
之
申
渡
ハ
相
止
メ
可
申
事

一�

捨
子
貰
人
病
死
又
者
欠
落
い
た
し
、
右
捨
子
養
育
可
致
も
の
無
之
節
ハ
元

町
之
も
の
可
引
取
旨
申
出
候
ハ
ヽ
聞
届
候
、
又
候
貰
人
有
之
ハ
請
人
を
取

申
出
候
様
、
定
式
之
通
申
渡
、
尤
元
町
之
も
の
引
取
候
儀
難
渋
い
た
し
候

節
者
可
引
取
筋
之
段
、
利
害
申
聞
候
得
者
、
多
分
元
町
ゟ
引
受
旨
申
立
相

済
候
儀
仕
来
候
得
者
、
元
町
之
者
一
旦
養
育
料
差
添
遣
置
、
又
々
引
受
候

而
八
重
ニ
養
育
料
差
添
、
外
々
江
遣
候
而
ハ
元
町
難
渋
之
筋
与
被
存
候
、

何
レ
ニ
も
仮
令
家
内
ニ
養
育
可
致
も
の
無
之
共
、
右
欠
落
い
た
し
候
も
の

之
実
子
壱
人
残
居
候
時
者
親
類
又
ハ
身
寄
之
者
或
ハ
家
請
人
等
ゟ
世
話
い

た
し
、
不
及
餲
命
様
可
取
計
事
ニ
付
、
右
ニ
付
候
得
者
元
捨
子
ニ
候
迚
、

格
別
大
切
ニ
取
計
候
筋
ニ
も
有
之
間
敷
哉
、
左
候
ハ
ヽ
右
躰
欠
落
跡
・
死

跡
等
ニ
捨
子
残
り
居
り
候
共
、
此
方
ゟ
元
町
江
為
戻
候
ハ
ヽ
不
及
跡
式
、

他
江
引
渡
候
ハ
ヽ
捨
子
与
申
儀
通
達
い
た
し
候
様
所
之
も
の
江
申
渡
候
迄

ニ
而
可
然
ニ
付
、
以
来
右
之
通
可
取
計
候
、
尤
捨
子
残
し
置
、
貰
人
致
欠

落
候
節
ハ
何
レ
ニ
も
尋
ね
可
申
付
事

一�

捨
子
養
ひ
候
上
、
病
気
其
外
貰
人
変
宅
等
之
儀
、
其
時
々
断
出
候
処
、
幼

少
の
内
計
ニ
而
成
人
之
後
成
行
断
出
候
者
全
養
人
麁
抹
之
養
育
不
致
た
め

与
被
存
候
、
然
上
ハ
以
来
拾
五
才
迄
ハ
格
別
、
拾
五
才
以
上
ニ
相
成
候
分

ハ
、
右
捨
子
病
気
其
外
貰
人
住
居
変
り
候
儀
等
、
其
外
成
行
之
儀
も
断
之

有
無
ニ
者
及
貪
着
間
敷
候
事

右
之
趣
去
ル
十
四
日
御
評
儀
ニ
而
相
極
候
旨
、
東
目
安
方
役
人
ゟ
月
ノ
番
へ

申
来
候
段
、
九
月
十
十
（
衍
）五

日
触
来
候
事

�

（『
御
用
録
』
五
ー
九
八
）

＊
た
だ
し
捨
子
に
関
す
る
条
文
の
み
掲
載
し
た
。

　

捨
子
が
あ
っ
た
町
内
の
夜
番
を
十
日
ほ
ど
の
町
預
け
の
処
分
と
す
る
と
い

う
処
分
は
安
永
八
年
に
口
書
作
成
と
町
奉
行
へ
の
伺
い
に
軽
減
さ
れ
た
こ
と

が
『
御
用
録
』
に
見
え
る
。

【
参
考
史
料
四　

捨
子
に
お
け
る
夜
番
罰
則
を
変
更
す
る
組
触
】

捨
子
有
之
候
丁
内
夜
番
糺
之
儀
、
是
迄
凡
十
日
程
御
預
被
成
候
上
落
着
被
仰

渡
候
処
、
向
後
捨
子
有
之
旨
訴
出
候
ハ
ヽ
即
日
口
書
取
之
候
之
上
落
着
被
仰

渡
候
、
尤
夜
中
ニ
右
断
有
之
、
夜
番
人
茂
召
連
出
候
ハ
其
節
御
預
、
翌
日
召

連
出
候
様
被
仰
渡
候
上
落
着
之
御
積
被
仰
出
候
、
尤
昨
四
日
夜
、
捨
子
有
之

六地域創造学研究

史料紹介



訴
御
座
候
付
、
今
日
拙
者
共
番
中
御
取
計
方
相
窺
候
処
、
右
之
通
被
仰
出
、

且
此
段
御
組
中
御
達
被
成
候
様
各
様
迄
可
得
御
意
旨
御
直
ニ
被
仰
渡
候
付
、

如
斯
御
座
候
、
以
上

　
　

亥
六
月
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
西
儀
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
泉
鉄
次
郎

　
　

東
月
番
御
差
口
様

　
　
　

�

追
而
右
捨
子
断
有
之
節
、
口
書
掛
り
之
儀
ハ
度
毎
御
伺
可
被
相
成
様

被
存
候
、
尤
封
付
御
廻
し
可
被
成
候
、
以
上

�

（『
御
用
録
』
四
ー
一
五
四
）

　

こ
の
間
、
安
永
五
年
に
は
、
他
町
か
ら
通
う
夜
番
で
あ
っ
て
も
捨
子
が
み

つ
か
っ
た
町
内
に
町
預
け
す
る
方
針
が
町
奉
行
所
内
で
決
定
し
た
。

【
参
考
史
料
五　

他
町
住
夜
番
人
の
町
預
け
に
関
す
る
組
触
】

一�

捨
子
有
之
候
町
内
之
番
人
御
吟
味
中
御
預
ケ
之
儀
、
他
町
ゟ
相
雇
置
候
番

人
ニ
候
得
者
、
其
も
の
居
町
江
御
預
ケ
被
仰
付
候
事
も
有
之
、
捨
子
有
之

候
町
内
江
御
預
ケ
被
仰
付
事
も
有
之
、
一
事
両
様
ニ
相
見
江
候
、
畢
竟
捨

子
有
之
候
町
内
之
も
の
番
人
江
之
申
付
方
疎
故
之
儀
、
町
内
江
拘
り
候
御

吟
味
筋
ニ
候
処
、
番
人
居
町
之
も
の
江
御
預
ケ
被
仰
付
候
而
者
迷
惑
之
儀

ニ
可
有
之
、
捨
子
有
之
候
町
内
江
之
過
怠
ニ
も
可
相
成
候
間
、
番
人
者
他

町
之
も
の
ニ
候
と
も
、
捨
子
有
之
候
町
内
江
御
預
ケ
可
被
仰
付
旨
、
申
六

月
十
九
日
山
城
守
殿
・
伊
予
守
殿
御
評
儀
之
上
相
極
候
段
、
大
須
賀
茂
左

衛
門
・
大
森
時
之
助
ゟ
東
月
番
迄
申
来
候
旨
、
同
月
廿
九
日
触
来
候
事

�

（『
御
用
録
』
四
―
二
六
）

捨
子
と
夜
番
に
か
か
わ
る
文
例
・
文
書
例

最
後
に
捨
子
の
関
連
で
作
成
さ
れ
た
史
料
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

【
参
考
史
料
六　

捨
子
断
】

町
内
で
捨
子
が
あ
る
と
、
町
奉
行
所
に
届
け
を
提
出
す
る
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
町
何
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋
何
兵
衛

一�

今
暁
六
ツ
時
過
、
私
居
宅
軒
下
ニ
当
歳
之
男
子
捨
有
之
候
ニ
付
、
早
速
養

育
仕
置
、
乍
恐
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
兵
衛

　
　

年
号
月
日

　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　

何
兵
衛

御
奉
行
様

�

（『
町
代
控
書
』
六
二
）

【
参
考
史
料
七　

夜
番
人
口
書
】

七
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捨
子
の
あ
っ
た
町
の
夜
番
は
町
奉
行
所
で
口
書
を
作
成
す
る
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
夜
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
会
所
屋
鋪
家
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
嶋
屋
弥
七
支
配
か
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
具
屋
長
五
郎

一�

昨
夜
丁
内
近
江
屋
十
右
衛
門
支
配
借
屋
軒
下
ニ
当
未
弐
歳
計
之
男
子
捨
有

之
候
段
、
所
之
者
ゟ
御
訴
奉
申
上
候
ニ
付
、
私
義
右
丁
内
夜
番
ニ
被
相
雇

レ
候
ニ
付
、
今
日
御
召
被
為
成
様
子
御
尋
ニ
御
座
候
ニ
付
、
乍
恐
左
ニ
奉

申
上
候

　

�

此
段
私
義
暮
時
ゟ
罷
出
丁
内
見
廻
候
処
、
別
条
も
無
御
座
候
故
其
へ
罷
帰

り
直
様
又
々
相
廻
候
節
、
右
捨
子
有
之
ニ
付
驚
早
速
家
主
・
町
内
へ
相
知

せ
候
義
ニ
御
座
候
、
勿
論
捨
子
之
儀
ハ
兼
而
御
触
渡
も
有
之
相
守
候
処
、

右
之
通
捨
子
仕
候
者
有
之
候
を
不
存
罷
在
候
段
不
調
法
恐
入
、
如
何
躰
御

咎
被
為
仰
付
共
無
申
披
奉
誤
入
候
、
何
卒
此
度
之
儀
御
慈
悲
之
上
御
聞
済

被
為
成
下
候
様
御
願
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
具
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
守
藤
嶋
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
病
気
ニ
付
月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋
五
郎
兵
衛

御
奉
行
様　

東

�

（「
諸
事
書
上
帳
」
第
四
冊
、
本
号
一
六
頁
）

【
参
考
史
料
八　

捨
子
貰
い
人
願
書
】

捨
子
の
養
親
は
町
奉
行
所
に
捨
子
貰
い
請
け
願
書
を
提
出
す
る
。

「
捨（朱
書
）子貰

人
有
之
候
ハ
、貰
主
・
請
人
申
合
、願
書
御
当
番
所
へ
差
出
可
申
事
」

　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋
何
兵
衛

一�

当
何
月
幾
日
私
居
宅
軒
下
□
（
虫
損
）当
歳
之
男
子
捨
有
之
候
ニ
付
此
段
御
断
奉
申

上
候
、
養
育
仕
罷
在
候
、
然
ル（マ
マ
）上処

、
右
捨
子
何
町
何
屋
誰
借
屋
何
屋
何

右
衛
門
貰
請
養
育
仕
度
趣
申
之
ニ
付
、
身
元
并
母
乳
等
茂
見
受
候
処
、
宜

御
坐
候
故
、
何
町
何
屋
誰
借
屋
何
屋
何
兵
衛
請
人
ニ
取
差
遣
申
度
奉
存
候

ニ
付
、
乍
恐
右
之
段
奉
申
上
候
、
御
聞
届
被
為　

成
下
候
ハ
ヽ
難
有
奉
存

候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　

年
号
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄　
　

何
屋
何
兵
衛

右
申
上
候
通
、
私
貰
請
大
切
ニ
養
育
可
致
候
間
、
被　

下
置
候
様
仕
度
、
乍
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恐
奉
願
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
町
何
屋
誰
か
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

貰
主　
　

何
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
町
何
屋
誰
か
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
人　
　

何
左
衛
門

御
奉
行
様

�

（『
町
代
控
書
』
六
三
）

　

文
政
九
年
に
道
修
町
の
夜
番
が
代
替
わ
り
し
た
。
こ
の
時
作
成
さ
れ
た
文

書
が
二
点
、
道
修
町
三
丁
目
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
夜
番
跡
役
願
と
夜
番

請
負
証
文
で
あ
る
。

　

跡
番
願
か
ら
は
、
夜
番
を
親
の
代
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
、
夜
番
が

手
伝
い
の
者
に
譲
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
夜
番
は
手
伝
い
を
養
子
に
と
る
こ
と

で
相
続
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
、
夜
番
の
交
代
に
は
町
人
全
員
の
承
認
が
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
参
考
史
料
九　

夜
番
跡
役
願
】

　
　
　
　

乍
恐
書
付
御
願
奉
申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夜
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
兵
衛

一�

御
年
寄
様
初
御
町
人
中
様
御
憐
憫
を
以
親
共
時
代
ゟ
数
年
来
役
儀
相
勤
罷

在
候
処
、
私
義
追
々
及
老
年
、
御
用
向
等
御
間
ニ
合
兼
奉
恐
入
候
、
依
之

何
卒
退
身
之
儀
御
願
奉
申
上
候
、
跡
役
之
儀
者
当
時
手
代
り
ニ
差
出
罷
在

候
与
助
与
申
者
、
此
度
私
養
子
ニ
貰
請
候
、
是
以
不
調
法
不
行
届
之
者
ニ

御
座
候
得
共
、
此
者
江
被
為
仰
付
被
下
候
様
御
願
奉
申
上
候
、
此
段
御
許

容
被
為　

成
下
候
ハ
ヽ
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
已
上

　
　

文
政
九
戌
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
兵
衛
（
印
）

　
　
　
　
　
　

三
月

　
　
　

御
年
寄
様

　
　
　

御
町
人
中
様

右
之
通
願
出
候
、
御
一
統
思
召
御
座
候
ハ
ヽ
御
名
之
下
江
御
記
可
被
成
候
、

御
承
知
ニ
候
ハ
ヽ
点
御
掛
御
廻
し
可
被
成
下
候
、
已
上

　
　
　

戌
三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
五（合
点
）郎兵
衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
屋
武（合
点
）兵衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
屋
伊（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
屋
重（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋
惣（合
点
）助様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
屋
新（合
点
）右衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
屋
木（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
卯
兵（合
点
）衛様

九
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近
江
屋
安（合
点
）五郎

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
季（合
点
）助様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
川
屋
吉（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
和
屋
弥（合
点
）助様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
嶋
屋
久（合
点
）助様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
屋
弥（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
惣（合
点
）八様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋
半（合
点
）右衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

塩
野
屋
藤（合
点
）兵衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
屋
清（合
点
）兵衛

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
季
助（合
点
）様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋
猶（合
点
）蔵様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋
作（合
点
）兵衛
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

次
第
不
同

�

（
道
三
文
書
二
九
二
―
一
二
四
）

　

文
政
九
年
の
夜
番
請
負
証
文
は
Ａ
請
負
証
文
と
Ｂ
勤
方
心
得
書
か
ら
な

る
。
区
別
を
容
易
に
す
る
た
め
、
各
冒
頭
カ
所
に
筆
者
が
Ａ
・
Ｂ
を
入
れ
て

い
る
。
Ａ
か
ら
は
夜
番
は
町
会
所
内
の
借
屋
を
住
居
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
町
代
が
夜
番
の
監
督
に
あ
た
る
こ
と
が
分
か
る
。
Ｂ
か
ら
は
伊
之

助
と
い
う
者
と
交
代
で
夜
番
に
出
勤
し
て
い
る
こ
と
、
自
身
番
所
で
仕
事
を

す
る
こ
と
、
一
時
（
約
二
時
間
）
に
一
度
町
内
の
見
廻
り
を
す
る
こ
と
、
町

内
に
は
照
明
用
の
行
燈
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
夜
番
は
年
頭
と
八
朔
日
に

町
内
か
ら
祝
儀
を
貰
う
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
、
夜
番
は
年
頭
と
八
朔
日
と
五

節
供
に
は
羽
織
を
着
て
町
廻
り
を
す
る
こ
と
、
晴
雨
に
か
か
わ
ら
ず
下
駄
の

着
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
尻
か
ら
げ
を
し
て
町
回
り
す
る
こ
と
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

【
参
考
史
料
十　

夜
番
請
負
証
文
】

Ａ　
　
　

証
文
之
事

一�

私
儀
及
老
年
御
町
内
夜
番
難
相
勤
候
ニ
付
、
此
度
丹
州
水
上
郡
磯
村
古
手

屋
儀
右
衛
門
弟
庄
吉
与
申
者
養
子
ニ
貰
請
与
助
与
改
名
仕
跡
役
之
儀
奉
願

上
候
処
、
御
聞
済
被
為　

成
下
難
有
奉
存
候
、
右
ニ
付
是
迄
之
通
会
所
御

借
屋
江
住
居
被
仰
付
重
々
難
有
仕
合
奉
存
候
、
然
ル
上
者　

御
公
儀
様
御

法
度
之
儀
堅
相
守
可
申
候
、
猶
亦
御
町
人
様
奉
初
、
御
家
守
中
様
并
御
借

屋
衆
中
様
迄
随
分
叮
嚀
ニ
相
勤
可
申
候
、
其
外
何
事
ニ
不
寄
丁
代
清
七
殿

差
図
を
受
御
用
向
急
度
相
勤
心
得
違
無
之
様
可
仕
候
、
万
一
不
埒
之
勤
方

仕
候
ハ
ヽ
何
時
ニ
而
も
御
暇
可
被
下
候
、
其
時
一
言
之
申
分
無
御
座
候
、

勿
論
御
借
屋
早
速
立
退
可
申
候
、
為
後
日
証
文
仍
而
如
件

Ｂ　
　
　

但
勤
方
心
得
左
之
通

一�
自
身
番
所
江
同
役
伊
之
助
隔
番
ニ
出
勤
仕
、
万
事
心
を
付
、
時
太
皷
無
間

違
様
打
廻
り
、
其
上
一
時
ニ
三
度
ツ
ヽ
り
ん
・
鉦
・
な
る
こ
ニ
而
相
廻
り

可
申
候
、
別
而
風
吹
候
夜
者
猶
以
心
を
付
所
々
あ
ん
ど
火
不
消
様
可
仕
候
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事
一�
年
八
御
祝
儀
受
納
仕
候
節
者
、
無
失
念
様
家
別
ニ
御
礼
ニ
可
罷
出
候
事

一�

年
八
五
節
句
等
御
礼
之
節
、
麻
上
下
着
用
ニ
不
及
、
羽
織
ニ
而
相
廻
り
候

事
一
平
日
下
駄
之
義
者
不
及
申
、
雨
ふ
り
ニ
而
も
下
駄
は
き
申
間
鋪
候
事

一
平
日
尻
か
ら
け
ニ
而
羽
織
着
用
仕
間
鋪
候
事

右
之
通
諸
事
相
慎
、急
度
相
勤
可
申
事
、尤
御
町
用
之
義
丁
代
衆
差
図
を
受
、

同
役
相
談
相
勤
、
聊
御
□
（
差
支
カ
）

□
無
之
様
可
仕
義
第
一
ニ
相
心
得
可
申
候
、
依
之

証
文
差
上
候
処
如
件

　
　

文
政
九
戌
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

夜
番
人

　
　
　
　
　

三
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

升
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
助
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

升
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
兵
衛
（
印
）

　
　

�

前
書
之
通
逐
一
承
知
仕
、
我
等
請
人
ニ
相
立
申
処
実
正
也
、
然
ル
上
者

万
事
急
度
為
相
守
可
申
候
、
万
一
心
得
違
仕
、
御
暇
被
下
候
節
者
早
速

引
取
、
御
町
内
江
少
シ
茂
御
迷
惑
相
掛
申
間
鋪
候
、
為
其
請
負
一
札
仍

而
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
類

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

升
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

孫
市
郎
（
印
）

「�

右
与
助
ゟ
差
上
申
証
文
之
通
無
相
違
為
相
勤
可
申
候
、
尚
又
私
ゟ
随
分
心

を
用
ひ
精
々
為
申
聞
、心
得
違
無
之
様
為
相
勤
可
申
候
、依
之
奥
印
仕
候
、

已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丁
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
七
（
印
）

　
　

御
年
寄
様

　
　

御
町
中
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

�

（
道
三
文
書
二
九
二
―
一
二
四
）

親
の
書
置

　

十
月
に
見
つ
か
っ
た
捨
子
の
父
親
は
匿
名
の
書
置
を
残
し
て
い
た
（
本
誌

一
五
頁
）。「
諸
事
書
上
帳
」
は
町
奉
行
所
や
惣
会
所
へ
提
出
し
た
書
類
を
記

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
父
親
の
書
置
も
月
行
司
が
写
を
作
り
町
奉
行
所

町
に
届
け
た
結
果
、
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
書
置
に
は
生
年
月
日
や
氏
神

は
あ
っ
て
も
子
の
名
前
は
な
い
。
た
だ
、「
け
っ
し
て
非
人
の
子
で
は
な
い
」

と
書
く
ば
か
り
で
あ
る
。

天
明
の
飢
饉
と
在
庫
米
の
払
底

　

こ
の
年
、
飢
饉
の
影
響
で
蔵
米
を
は
じ
め
大
坂
の
入
津
米
が
激
減
。
有
米

高
（
在
庫
米
）
も
急
減
し
た
。
こ
の
事
は
大
坂
の
米
穀
市
場
に
大
き
な
打
撃

を
与
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
飯
米
の
確
保
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
れ
を
懸
念

一
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し
て
大
坂
町
奉
行
所
は
六
月
、
市
中
の
有
米
（
在
庫
米
）
と
払
米
（
蔵
屋
敷

の
売
却
米
）
が
払
底
し
て
い
る
現
状
を
述
べ
、
蔵
屋
敷
に
対
し
て
払
米
と
廻

米
の
調
査
、
個
別
町
に
対
し
て
は
納
屋
米
・
預
米
・
貯
米
・
囲
置
米
・
酒
造

米
の
調
査
を
指
示
し
て
い
る
。

　

紙
屋
吉
右
衛
門
は
町
年
寄
と
し
て
道
修
町
三
丁
目
に
は
納
屋
米
以
下
の
な

い
こ
と
を
報
告
（
六
月
三
日
）、
蔵
元
・
米
支
配
人
と
し
て
新
見
藩
・
松
平

縫
殿
頭
・
唐
津
藩
の
払
米
・
廻
米
を
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
新
見

藩
・
松
平
縫
殿
頭
か
ら
の
廻
米
予
定
は
な
く
、
唐
津
藩
の
廻
米
高
は
九
月
に

わ
ず
か
一
三
六
石
余
で
あ
っ
た
（
六
月
一
日
、
十
月
十
三
日
）。

　

こ
の
間
、
大
坂
町
奉
行
所
は
七
月
末
、
市
中
困
窮
者
に
御
救
米
五
百
石
を

支
給
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
各
町
に
困
窮
者
の
調
査
を
指
示
し
て
い
る
（
八

月
一
日
）。

引
用
史
料

・�「
大
坂
三
郷
城
代
条
目　

乾
」　

大
阪
市
史
編
纂
所
所
蔵
。
筆
者
が『
大
阪
の
歴
史
』

第
四
十
四
号
（
一
九
九
五
年
）
に
翻
刻
。

・�『
御
用
録
』　

大
阪
市
史
編
纂
所
所
蔵
。
一
・
二
は
『
大
阪
市
史
史
料
』
第
八
十
八

輯
（
二
〇
一
九
年
）、
三
・
四
は
第
九
十
三
輯
（
二
〇
二
三
年
）
に
筆
者
が
翻
刻
。

・�『
町
代
控
書
』　

大
阪
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
。
筆
者
が
本
誌
三
十
七
号
（
二
〇
一

八
年
）
に
翻
刻
。

・�『
当
番
所
取
捌
覚
』　

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
。

・�『
裁
判
至
要
』」　

桑
田
優
が
「
摂
州
西
官
邸
裁
判
至
要
」
一
～
四
と
し
て
『
八
代
学

院
大
学
経
済
経
営
論
集
』
二
ー
二
、
三
ー
一
・
二
、
四
ー
一
に
翻
刻
。

・�『
悲
田
院
長
吏
文
書
』（
長
吏
文
書
研
究
会
編　

解
放
出
版
社　
　

二
〇
〇
八
年
）

　
　
　
　

凡　
　

例

一�

、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
が
所
蔵
す
る
道
修
町
三
丁
目
文
書
、
目
録
番

号
二
七
四
「
諸
事
書
上
帳
」
一
九
冊
の
第
四
冊
、
天
明
七
年
「
諸
用
書
上

控
」
の
う
ち
、
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
記
事
を
収
め
た
。

一�

、
旧
漢
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
〆
（
貫
）・
〆
（
し
め
）・

ゟ
（
よ
り
）・
躰
（
体
）
や
人
名
の
一
部
は
そ
の
ま
ま
使
用
し
た
。

一�

、
異
体
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
改
め
た
が
、
一
部
残
し
た
も
の
も

あ
る
。

一�

、
か
な
文
字
は
現
行
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
に
改
め
て
い
る
が
、
江

（
へ
）・
而
（
て
）・
与
（
と
）・
茂
（
も
）
な
ど
の
助
詞
は
原
文
の
ま
ま

使
用
し
た
。

一�

、
翻
刻
史
料
に
は
適
宜
、
読
点
「
、」
と
並
列
点
「
・
」
を
付
け
た
。

一
、
原
文
中
の
追
記
は
翻
刻
史
料
で
は
本
文
中
に
組
み
入
れ
た
。

一�

、
表
紙
や
貼
紙
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
編
集
上
の
注
記
は
傍
注
と
し

て
（
表
紙
）、（
貼
紙
）
の
よ
う
に
示
し
た
。

一�
、
原
文
に
墨
消
し
な
ど
で
抹
消
さ
れ
た
文
字
に
は
取
り
消
し
線
「
□
□
」

を
付
け
た
。

一�

、
判
読
が
困
難
な
文
字
は
□
で
示
し
、
推
定
可
能
な
場
合
は
右
側
に
傍
注
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を
付
け
、（　

）
に
収
め
た
。

一�
、
筆
者
が
加
え
た
傍
注
に
は
（　

）
を
付
け
、
原
文
と
区
別
し
た
。

一�

、
文
意
が
通
じ
な
い
が
原
文
の
ま
ま
と
し
た
も
の
に
は
傍
注
と
し
て
（
マ

マ
）、
疑
念
が
残
る
場
合
は
（
カ
）
を
付
け
た
。

一
、
敬
意
を
示
す
闕
字
と
平
出
は
一
字
あ
け
と
し
た
。

一�

、
原
文
の
字
句
に
付
け
た
「
＊
」
は
注
記
を
付
け
た
こ
と
を
示
す
。
注
記

す
る
字
句
は
【　

】
で
示
し
、
一
件
ご
と
に
末
尾
に
配
置
し
た
。

一�

、
解
題
や
注
記
で
示
し
た
触
・
達
は
『
大
阪
市
史
』
第
三
所
収
「
御
触
及

口
達
」
で
あ
る
。

一�

、
解
題
や
注
記
で
は
、
道
修
町
三
丁
目
文
書
（
中
之
島
図
書
館
所
蔵
）
を

道
三
文
書
、
道
修
町
文
書
（
く
す
り
の
道
修
町
資
料
館
所
蔵
）
を
道
修
町

と
略
記
す
る
。
道
修
町
文
書
は
道
修
町
資
料
館
が
ら
二
〇
五
〇
〇
四
ま
で

翻
刻
中
で
あ
る
。

【
翻
　
　
刻
】

　
　
　
　

乍
恐
引
越
之
御
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
近
江
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
右
衛
門＊
借
屋
鳥
飼
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猶
蔵＊

一�

私
別
家＊
手
代
鳥
飼
屋
喜
兵
衛
義
、
当
四
月
迄
丁
内
鳥
飼
屋
惣
七＊
支
配＊
借
屋

ニ
鳥
飼
屋
喜
兵
衛
与
申
候
而
名
前
人＊
ニ
而
罷
在
候
処
、
病
身
ニ
付
商
売
方

難
相
勤
候
ニ
付
私
方
へ
引
取
同
家＊
為
致
置
候
、
然
ル
処
未
病
気
相
勝
不
申

候
ニ
付
、
此
度
南
都
下
三
条
町＊
弟
油
屋
又
次
郎
方
へ
引
越
同
家
仕
度
申
之

候
ニ
付
、
乍
恐
右
引
越
之
儀
奉
願
上
候
、
尤
右
喜
兵
衛
義
於
御
当
地
預
ケ

金
銀＊
・
預
リ
金
銀＊
・
売
掛
ケ＊
・
買
掛
リ＊
其
外
掛
合＊
一
切
無
御
座
候
、
御
慈

悲
之
上
此
段
御
聞
届
被
為
成
下
候
ハ
ヽ
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋

　
　

天
明
七
年
未
九
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猶
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
気
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弟
又
次
郎

右
之
通
猶
蔵
奉
願
上
候
ニ
付
、
乍
恐
私
共
奥
印＊
仕
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
主＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
気
ニ
付
別
家
手
代
又
右
衛
門

一
三

道修町三丁目「諸事書上帳」第四冊の三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人
組＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
源
八＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
伊
国
屋
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
八
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門＊

御
奉
行
様　

東＊

【
近
江
屋
藤
右
衛
門
】【
鳥
飼
屋
猶
蔵
】【
鳥
飼
屋
惣
七
】
薬
種
中
買
仲
間

【
別
家
手
代
】
主
家
に
許
さ
れ
て
独
立
し
た
元
奉
公
人
を
別
家
ま
た
は
分
家
と
い

う
。
別
家
手
代
は
独
立
後
も
主
家
に
手
代
と
し
て
奉
公
す
る
者

【
支
配
借
屋
】
家
守
が
管
理
す
る
借
屋
。
家
守
は
家
主
に
代
わ
っ
て
借
屋
を
管
理

す
る
者

【
名
前
人
】
戸
主
。
家
業
の
名
義
人

【
同
家
】
同
居

【
南
都
下
三
条
町
】
奈
良
町
の
西
部
に
位
置
す
る
下
三
条
町

【
預
ケ
金
銀
】
融
資
し
た
金
銭
。
債
権
が
あ
る
状
態

【
預
リ
金
銀
】
融
資
を
受
け
た
金
銭
。
債
務
が
あ
る
状
態

【
売
掛
ケ
】
掛
け
売
り
。
債
権
に
準
じ
る

【
買
掛
リ
】
掛
け
買
い
。
債
務
に
準
じ
る

【
掛
合
】「
か
か
わ
り
あ
い
」。
町
奉
行
所
等
で
金
銭
出
入
（
民
事
訴
訟
の
一
種
）

の
対
象
と
な
る
案
件
。
掛
合
が
あ
る
と
居
住
し
て
い
る
所
（
町
や
村
）
か
ら
転

居
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た

【
奥
印
】
書
類
の
末
尾
に
押
印
す
る
こ
と

【
家
主
】
家
持
町
人
ま
た
は
家
守

【
五
人
組
】
鳥
飼
屋
猶
蔵
と
五
人
組
を
組
む
者
。
五
人
組
は
家
主
同
士
、
借
屋
人

同
士
で
組
む
の
で
、
こ
の
四
人
は
借
屋
人
で
あ
る

【
紙
屋
源
八
】
紙
屋
吉
右
衛
門
の
親
族
と
思
わ
れ
る

【
年
寄
】
町
年
寄
。
大
坂
で
は
個
別
町
の
代
表
者

【
紙
屋
吉
右
衛
門
】
道
修
町
三
丁
目
町
年
寄
。
質
屋
。
両
替
商
。
伊
勢
亀
山
藩
（
石

川
家
）
蔵
屋
敷
名
代
・
用
聞
。
備
中
新
見
藩
（
関
家
）
蔵
屋
敷
名
代
。
松
平
縫

殿
頭
米
支
配
人
（
天
明
七
年
）。
水
野
左
近
将
監
殿
蔵
元
（
天
明
七
年
頃
）

【
御
奉
行
様　

東
】
大
坂
東
町
奉
行

＊
借
屋
人
の
転
居
に
は
家
主
・
五
人
組
・
町
年
寄
の
同
意
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
銭
屋
与
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
守　
　

近
江
屋
十
右
衛
門＊

一�

私
支
配
借
屋
軒
下
へ
今
暮
六
ツ
半
時
頃
、
当
未
弐
才
計
ニ
相
見
候
男
子
捨

有
之
候
ニ
付
、
早
速
取
入
見
改
候
処
、
身
ニ
疵
等
も
無
御
座
候
ニ
付
、
養

育
介
抱
仕
罷
在
、
乍
恐
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
尤
右
忰＊
ニ
無
名
之
書
付
差

添
有
之
候
ニ
付
持
参
仕
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
右
衛
門
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年
寄
病
気
ニ
付
月
行
司＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬＊

御
奉
行
様

【
忰
】「
せ
が
れ
」。
倅

【
近
江
屋
十
右
衛
門
】
薬
種
脇
店
か

【
暮
六
ツ
半
時
】
夜
七
時
頃

【
月
行
司
】「
が
ち
ぎ
ょ
う
じ
」。
町
人
か
ら
月
当
番
で
選
ば
れ
た
町
内
の
代
表
者
。

町
年
寄
を
補
佐
・
代
行
す
る
。
通
常
二
名
。
こ
の
月
の
月
行
司
は
浅
井
以
敬
と

伏
見
屋
五
郎
兵
衛

【
年
寄
】
町
年
寄
。
大
坂
で
は
個
別
町
の
代
表
者

【
浅
井
以
敬
】
医
師

＊
こ
の
年
、
道
修
町
三
丁
目
で
は
二
件
目
の
捨
子
で
あ
る
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄
病
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
付
月
行
司

一�

此
夜＊
丁
内
近
江
屋
十
右
衛
門
支
配
借
屋
軒
下
ニ
当
未
弐
歳
計
之
男
子
捨
有

之
候
ニ
付
、
早
速
御
断
奉
申
上
候
処
、
今
日
夜
番
人＊
召
連
罷
出
候
様
被
為

仰
付
奉
畏
候
、
則
夜
番
人
丁
内
会
所
屋
敷
家
守
藤
嶋
屋
弥
七
支
配
借
屋
有

具
屋
長
五
郎
召
連
罷
出
候
ニ
付
、
乍
恐
此
段
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
郎
兵
衛＊

御
奉
行
様

【
此
夜
】
先
の
捨
子
断
か
ら
捨
子
が
あ
っ
た
の
は
六
日
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

届
書
の
日
付
は
七
日
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
、
暦
の
う
え
で
は
日

付
が
替
わ
っ
て
も
、
夜
が
明
け
る
ま
で
は
今
夜
と
み
な
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ

の
事
か
ら
、
捨
子
断
と
こ
の
届
書
は
六
日
夜
か
ら
翌
日
明
け
方
ま
で
に
町
奉
行

所
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
町
奉
行
所
当
番
所
は
夜
間
で
も

諸
届
を
受
理
し
対
応
し
た
こ
と
が
わ
か
る

【
夜
番
人
】
夜
番
。
町
内
に
雇
わ
れ
火
の
元
の
見
廻
り
や
捨
子
・
行
倒
人
を
監
視

す
る

【
伏
見
屋
五
郎
兵
衛
】
道
修
町
薬
種
中
買
仲
間

乍
憚
様
書
付
度
御
頼
申
上
候
、
私
義
ハ
殊
ノ
外
成
不
仕
合
ニ
付
、
其
上
母
過

行＊
、
又
々
其
後
ニ
而
此
子
母
も
相
果
、
何
卒
し
て
そ
た
て
た
い
と
ハ
お
も
へ

と
も
、
段
々
の
不
仕
合
い
つ
迄
も
此
子（共
カ
）洪か
ま
へ
い
れ
ハ
、
こ（
乞
食
）
し
き
せ
ね
ハ

な
ら
ぬ
ゆ
へ
、
此
丁
内
へ
御
頼
申
上
候
、
午
年
四
月
廿
三
日
生
れ
、
氏
神
ハ

仁
徳
天
王＊
御
願
申
上
候
、
又
々
着
か
へ
も
あ
つ
た
れ
と
、
段
々
売
せ
ふ
ゆ
へ

こ
れ
計
、
か
な
ら
す
非
人＊
之（ニ
カ
）無御

座
候
、
是
御
頼
申
上
候

　
　
　

十
月
六
日

　
　
　
　
　
　

御
町
中
様

右
ハ
昨
夜
丁
内
近
江
屋
十
右
衛
門
支
配
借
屋
軒
下
ニ
当
未
二
才
計
之
男
子
捨

有
之
候
処
、
右
男
子
ニ
無
名
之
書
付
差
添
有
之
候
ニ
付
、
写
乍
恐
以
奉
差
上

候
、
以
上

一
五
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道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
気
ニ
付
月
行
司

　
　

天
明
七
年
未
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋
五
郎
兵
衛

御
奉
行
様

【
過
行
】「
す
ぎ
ゆ
く
」。
亡
く
な
る

【
仁
徳
天
王
】
現
難
波
神
社
。
仁
徳
天
王
社
、
稲
荷
社
と
も
い
う
。
大
阪

　

市
中
央
区
博
労
町
に
所
在

【
非
人
】
当
時
、「
非
人
」
は
野
非
人
（
ホ
ー
ム
レ
ス
）
の
こ
と
で
あ
る
。
差
別
の

対
象
と
さ
れ
た
非
人
は
、
大
坂
で
は
四
ケ
所
ま
た
は
長
吏
と
よ
ん
だ
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
場
合
は
「
家
の
な
い
者
の
子
で
は
な
い
」
く
ら
い
の
意
味
で
解
釈

し
た
い

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
夜
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
会
所
屋
鋪
家
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
嶋
屋
弥
七
支
配
か
し
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
具
屋
長
五
郎

一�

昨
夜
丁
内
近
江
屋
十
右
衛
門
支
配
借
屋
軒
下
ニ
当
未
弐
歳
計
之
男
子
捨
有

之
候
段
、
所
之
者＊
ゟ
御
訴
奉
申
上
候
ニ
付
、
私
義
右
丁
内
へ
夜
番
ニ
被
相

雇
レ
候
ニ
付
、
今
日
御
召
被
為
成
様
子
御
尋
ニ
御
座
候
ニ
付
、
乍
恐
左
ニ

奉
申
上
候

　

�

此
段
私
義
暮
時
ゟ
罷
出
丁
内
見
廻
候
処
、
別
条
も
無
御
座
候
故
其
番
へ
罷

帰
り
直
様
又
々
相
廻
候
節
、
右
捨
子
有
之
ニ
付
驚
早
速
家
主
・
町
内
へ

相
知
せ
候
義
ニ
御
座
候
、
勿
論
捨
子
之
儀
ハ
兼
而
御
触＊
渡
も
有
之
相
守
候

処
、
右
之
通
捨
子
仕
候
者
有
之
候
を
不
存
罷
在
候
段
不
調
法
恐
入
、
如
何

躰
御
咎
被
為
仰
付
共
無
申
披
奉
誤
入
候
、
何
卒
此
度
之
儀
御
慈
悲
之
上
御

聞
済
被
為
成
下
候
様
御
願
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
具
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
守
藤
嶋
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄
病
気
ニ
付
月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋
五
郎
兵
衛

御
奉
行
様　

東

【
所
之
者
】
町
内
の
者
。「
所
」
は
連
帯
責
任
な
ど
が
発
生
す
る
共
同
体
で
あ
る
こ

と
を
示
す

【
御
触
】
安
永
三
年
二
月
一
日
町
触
（
触
二
八
五
八
）。
町
内
に
捨
子
が
あ
れ
ば
夜

番
の
不
念
で
あ
る
と
記
す

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

一�
丁
内
小
西
半
兵
衛＊
住
宅
家
屋
敷＊
壱
ケ
所
所
持
仕
候
処
、
当
六
月
ゟ
過
書
座＊

年
寄
役
相
勤
、
右
役
義
ニ
付
摂
州
平
田
舟
番
所＊
へ
相
詰
候
ニ
付
、
留
主＊
中

代
判＊
別
家
手
代
丁
内
伏
見
屋
六
兵
衛＊
借
屋
小
西
嘉
助
相
勤
申
候
ニ
付
、
此
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段
当
六
月
十
四
日
御
断
奉
申
上
、
御
聞
届
被
為
成
下
候
、
未
留
主
中
ニ
付

当
十
月
ゟ
相
改
候
三
ケ
条
御
法（度
脱
）書証

文＊
肩
書
、
左
ニ
書
付
、
乍
恐
御
窺
奉

申
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

御
奉
行
様

　
　

�

家
主
小
西
半
兵
衛
過
書
座
年
寄
役
相
勤
候
ニ
付
、
摂
州
平
田
船
番
所
へ

相
詰
居
候
ニ
付
、
右
留
主
中
代
判
別
家
手
代
丁
内

　
　

伏
見
屋
六
兵
衛
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
助

　
　
　

東
ニ
而
伺＊
相
済

【
小
西
半
兵
衛
】
道
修
町
三
丁
目
。
薬
種
中
買
仲
間
、
越
中
問
屋
、
出
羽
問
屋
、

北
国
問
屋
、
過
書
座
問
屋

【
住
宅
家
屋
敷
】
家
主
が
居
住
し
て
い
る
家
屋
敷

【
過
書
座
】
淀
川
で
伏
見
と
天
満
橋
の
間
を
営
業
範
囲
と
す
る
過
書
船
を
支
配
す

る
役
所
。
過
書
座
年
寄
は
大
坂
に
三
名
、
尼
崎
・
大
塚
・
枚
方
・
淀
・
京
都
に

各
一
名
。
天
明
七
年
、過
書
年
寄
は
勤
役
中
一
役
が
無
役
と
な
る
（『
大
阪
市
史
』

第
一　

六
一
五
頁
）

【
平
田
船
番
所
】
過
書
船
の
役
所
は
大
坂
の
大
川
町
、
番
所
は
伏
見
・
枚
方
・
平

田
に
あ
っ
た

【
留
主
】
留
守

【
代
判
】
未
成
年
ま
た
は
女
性
の
戸
主
の
代
理
と
し
て
押
印
す
る
者
。
後
見
人

【
伏
見
屋
六
兵
衛
】
天
明
元
年
頃
道
修
町
二
丁
目
住
人
、
薬
種
中
買
仲
間
。
天
明

六
年
当
時
、
六
兵
衛
名
義
の
家
屋
敷
は
伏
見
屋
正
兵
衛
が
家
守
と
し
て
管
理
し

て
い
る

【
三
ケ
条
御
法
度
書
証
文
】
宗
旨
巻
。
町
ご
と
に
戸
主
の
名
前
を
記
し
た
も
の
。

吉
利
支
丹
禁
止
な
ど
三
カ
条
の
前
書
を
付
け
た
。
宗
旨
巻
は
毎
年
作
ら
れ
、
毎

月
一
度
、
町
会
所
に
町
人
・
家
守
が
集
ま
り
捺
印
す
る

【
窺
】
伺
。
第
一
義
は
下
位
の
者
が
上
位
の
者
に
問
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
こ
か

ら
派
生
し
て
上
位
者
に
対
し
て
申
請
や
願
い
の
可
否
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
宗
旨
巻
等
へ
の
貼
紙
手
続
き
の
了
解
を
得
る
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　

覚

肥
前
唐
津＊

一
米
百
三
拾
六
石
六
斗＊
、
当
未
九
月
分

　

右
ハ
水
野
左
近
将
監＊
殿
蔵
屋
敷＊
登
り
米＊
高
少
も
相
違
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
元＊
道
修
町
三
丁
目

　
　
　

十
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬

　
　

北
組＊

　
　
　

惣
御
年
寄＊
中

【
肥
前
唐
津
】
肥
前
国
唐
津
藩
。
藩
主
は
水
野
左
近
将
監
忠
鼎

【
米
百
三
拾
六
石
六
斗
】
米
一
石
は
約
一
五
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
。
一
斗
は
約
一
五
キ

一
七
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ロ
グ
ラ
ム
。
一
三
六
石
六
斗
は
約
二
〇
ト
ン
余

【
水
野
左
近
将
監
】
水
野
忠
鼎
。
唐
津
藩
藩
主
。
蔵
屋
敷
は
堂
島
四
丁
目

【
蔵
屋
敷
】
大
名
や
旗
本
が
設
け
た
倉
庫
機
能
を
兼
ね
た
屋
敷
。
年
貢
米
や
特
産

品
の
換
金
が
主
な
役
割
で
あ
る
。
江
戸
の
大
名
屋
敷
が
幕
府
か
ら
の
拝
領
地
で

あ
る
の
に
対
し
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
町
人
か
ら
の
借
地
が
大
半
で
あ
っ
た

【
登
り
米
】
日
本
各
地
か
ら
大
坂
へ
搬
送
さ
れ
る
米
。
こ
の
場
合
は
唐
津
藩
か
ら

大
坂
の
蔵
屋
敷
に
廻
送
さ
れ
る
米

【
蔵
元
】
町
人
蔵
元
。
蔵
屋
敷
出
入
の
町
人
の
支
配
人

【
北
組
】
都
市
大
坂
の
町
人
地
を
三
郷
と
い
う
。
公
役
賦
課
の
単
位
と
し
て
北
組
・

南
組
・
天
満
組
の
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
組
織
さ
れ
た
。
三
郷
は
こ
の
総
称
で
あ

る
。
大
坂
の
町
人
地
を
空
間
的
に
三
つ
の
地
域
に
区
分
し
た
も
の
で
は
な
い
。

各
個
別
町
は
公
役
の
納
付
し
た
組
に
所
属
す
る
の
で
あ
る
。

【
惣
御
年
寄
】
惣
年
寄
。
町
人
を
代
表
し
て
市
制
を
担
当
す
る
行
政
官
。
町
奉
行

所
や
惣
会
所
で
執
務
す
る
ほ
か
、
糸
割
符
頭
取
と
し
て
毎
年
交
代
で
長
崎
の
大

坂
会
所
へ
出
張
す
る

　
　
　
　

覚

一�

鉄
炮
御
改＊
被
仰
付
候
ニ
付
丁
内
所
持
又
ハ
預
リ
居
候
者
相
改
書
付
差
出
候

様
被
仰
付
奉
畏
候
、
丁
内
家
持
・
借
屋
末
々
迄
吟
味＊
仕
候
処
、
鉄
炮
所
持

又
ハ
預
リ
居
候
者
無
御
座
候
ニ
付
、
此
段
以
書
付
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　

未
十
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　

北
組

　
　
　

惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

但
月
行
司
名
前
ハ
浅
井
以
敬
書
出

【
鉄
炮
御
改
】
大
坂
市
中
の
鉄
砲
改
（
鉄
砲
所
持
の
調
査
）
は
町
奉
行
か
ら
の
指

示
を
受
け
た
惣
年
寄
が
各
町
に
調
査
の
実
施
を
命
じ
る
形
で
実
施
さ
れ
る

【
吟
味
】
調
査

　
　
　
　

覚

一�

哥
舞
妓
狂
言
役
者
丁
内
吟
味
仕
候
処
壱
人
も
無
御
座
候
ニ
付
、
書
付
を
以

御
断
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　

未
十
一
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

北
組
三
番

一�

丁
内
小
西
半
兵
衛
義
当
六
月
ゟ
過
書
座
年
寄
役
相
勤
、
右
役
義
ニ
付
摂
州

平
田
船
番
所
江
相
詰
居
候
ニ
付
、
右
留
主
中
代
判
別
家
手
代
丁
内
伏
見
屋

六
兵
衛
借
屋
小
西
嘉
助
相
勤
罷
在
候
処
、
此
度
半
兵
衛
依
願
右
役
相
勤
候

内
壱
役
御
免＊
被
為
仰
付
候
、
依
之
水
帳
絵
図＊
奥
〆＊
之
所
張
紙
仕
度
、
此
段

御
断
奉
申
上
候
、
以
上
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紙
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
一
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

御
奉
行
様　
　

東

　

右
同
日
宗
旨
方＊
江
脇
書＊
御
窺
申
上
候
、
口
上
書
地
方＊
同
様
奥
之
処
一
役
御

免
被
為
仰
付
候
、
依
之
三
ケ
條
御
法
度
之
証
文
ニ
脇
書
仕
度
、
左
ニ
書
付
乍

恐
御
窺
奉
申
上
候
脇
書
、
左
之
通

　
　
　
　

�

家
主
小
西
半
兵
衛
過
書
座
年
寄
役
相
勤
、
右
役
義
ニ
付
摂
州
平
田

船
番
所
へ
相
詰
居
候
ニ
付
、
右
留
主
中
代
判
別
家
手
代
丁
内
伏
見

屋
六
兵
衛
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
助

　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
七
年
未
十
一
月
ゟ

　
　
　
　
　
　
　
　

右
年
寄
相
勤
候
内
一
役

　
　
　
　
　
　
　
　

御
免
被
為
仰
付
候

【
壱
役
御
免
】
公
役
の
賦
課
単
位
で
あ
る
家
役
を
一
役
分
免
除
す
る
。
天
明
七
年
、

過
書
年
寄
は
勤
役
中
一
役
が
無
役
と
な
る

【
宗
旨
方
】
寺
社
方
。
大
坂
市
中
の
寺
院
の
監
督
と
宗
旨
人
別
改
帳
や
宗
旨
巻
の

管
理
な
ど
を
担
当
。
明
和
七
年
閏
六
月
十
四
日
、
名
称
が
宗
旨
方
か
ら
寺
社
方

に
変
更
（
大
阪
市
史
編
纂
所
所
蔵
『
御
用
録
』）。
し
か
し
本
文
の
よ
う
に
、
そ

の
後
も
町
方
で
は
宗
旨
方
の
名
称
が
通
用
し
て
い
る

【
水
帳
絵
図
】
水
帳
は
各
町
内
ご
と
に
作
成
す
る
土
地
台
帳
。
町
内
絵
図
を
付
け

る
。
家
屋
敷
所
有
者
の
名
義
、
代
判
人
、
家
守
、
印
鑑
な
ど
に
変
更
が
あ
っ
た

と
き
、
該
当
箇
所
に
そ
の
旨
を
記
載
し
た
張
紙
を
つ
け
る

【
奥
〆
】
水
帳
の
末
尾
に
町
内
の
戸
数
や
人
数
を
記
載
し
た
箇
所

【
脇
書
】
水
帳
や
宗
旨
巻
の
変
更
内
容
な
ど
を
追
記
し
た
も
の
。
こ
こ
で
は
寺
社

方
が
管
理
す
る
宗
旨
巻
に
町
内
の
総
家
役
の
う
ち
一
役
が
新
た
に
無
役
に
な
っ

た
こ
と
を
書
き
記
す
こ
と

【
地
方
】
地
方
役
所
。
大
坂
町
奉
行
所
の
役
職
の
一
つ
で
あ
る
地
方
役
与
力
・
同

心
の
執
務
部
屋

＊
屋
敷
所
有
者
に
関
わ
る
内
容
の
変
更
は
水
帳
と
宗
旨
巻
に
追
記
す
る
必
要
が
あ

る
。
と
こ
ろ
が
水
帳
は
地
方
役
所
、
宗
旨
巻
は
寺
社
方
役
所
と
所
管
が
異
な
る
。

そ
の
た
め
、
地
方
役
所
と
寺
社
方
役
所
の
双
方
に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
　
　
　

乍
憚
口
上

一�

町
内
小
西
半
兵
衛
義
当
六
月
ゟ
過
書
座
年
寄
役
相
勤
罷
在
候
ニ
付
、
昨
二

日
東
御
番
所＊
様
江
私
御
召
被
為
成
、
右
役
相
勤
候
内
一
役
御
免
被
為
仰
付

候
ニ
付
、
此
段
以
書
付
御
断
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　

未
十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　

惣
御
年
寄
中

【
東
御
番
所
】
大
坂
東
町
奉
行
所

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司

一
九

道修町三丁目「諸事書上帳」第四冊の三



北
組
三
番＊

一�
丁
内
年
寄
紙
屋
吉
右
衛
門
掛
屋
敷＊
家
守
紙
屋
源
八
義
、
此
度
印
形
彫
替＊
申

候
一�

丁
内
近
江
屋
忠
右
衛
門＊
拾
歳
ニ
付
代
判
同
家
手
代
庄
兵
衛
義
、
此
度
三
右

衛
門
と
改
名
、
丁
内
上
田
三
郎
左
衛
門＊
借
屋
へ
別
家
仕
、
其
侭
代
判
相
勤

申
候

右
之
通
水
帳
絵
図
張
紙
仕
度
、
乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

　
　

天
明
七
年
未
十
一
月
十
九
日　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬＊

御
奉
行
様　

東

　
　

�

右
同
日
宗
旨
方
脇
書
御
窺
申
上
候
口
上
〆
高
書
前
、
地
方
之
通
ニ
紙
屋

吉
右
衛
門
居
宅
続
屋
敷
并
丁
内
持
掛
屋
敷
家
守
紙
屋
源
八
与
相
認
、
其

外
右
同
断
脇
書
左
之
通
大
西
駒
蔵＊
様
御
聞
届

　
　
　
　

大
坂
北
組
道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
宅
続
屋
敷
之
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
守
右
吉
右
衛
門
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
源
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
判
彫
替

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
向
後
此
印
用

　
　
　
　

町
内
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
守
右
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
源
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断

　
　
　
　

家
主
近
江
屋
忠
右
衛
門
拾
歳
ニ
付

　
　
　
　

代
判
同
家
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
判
庄
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
右
衛
門
与
改
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
内
上
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
郎
左
衛
門
借
屋
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
家
代
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
是
迄
之
通
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【
北
組
三
番
】
惣
会
所
か
ら
の
伝
達
は
従
来
宗
旨
組
合
町
の
組
織
を
利
用
し
て
き

た
。
こ
の
通
達
町
の
制
度
は
天
明
元
年
八
月
に
改
正
さ
れ
た
。
南
組
で
は
一
九

の
通
達
町
組
合
が
編
成
さ
れ
た
。
し
か
し
天
満
組
と
北
組
は
不
明
で
あ
る
（『
大

阪
市
史
』
第
三　

六
三
三
頁
）。
こ
の
記
事
に
基
づ
く
と
「
北
組
三
番
」
は
道
修

町
三
丁
目
が
所
属
す
る
通
達
町
組
合
の
名
称
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

【
掛
屋
敷
】
貸
家
と
し
て
所
有
す
る
家
屋
敷

【
印
形
彫
替
】
印
鑑
の
彫
り
直
し

【
近
江
屋
忠
右
衛
門
】
薬
種
中
買
仲
間
。
天
明
四
年
、
近
江
屋
忠
蔵
が
相
続
し
忠

右
衛
門
と
改
名
し
て
い
る

【
上
田
三
郎
左
衛
門
】
享
保
期
は
大
和
屋
三
郎
左
衛
門
。
大
坂
の
豪
商
の
一
人
。

幕
府
の
公
金
為
替
を
扱
う
「
金
銀
為
替
御
用
達
」。
御
蔵
米
御
払
方
入
札
銀
掛
屋

（『
安
永
版
難
波
丸
綱
目
』）。
道
修
町
三
丁
目
に
掛
屋
敷
を
所
持

【
大
西
駒
蔵
】
大
坂
東
町
奉
行
組
与
力
。
天
明
三
年
、
無
役
。
当
時
寺
社
方
与
力

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

＊
十
月
に
つ
づ
き
十
一
月
も
浅
井
以
敬
が
月
行
司
で
あ
る
。

　
　
　
　

覚

一�

当
八
月
ゟ
同
十
一
月
迄
拾
壱
品
荷
物＊
廻
船
会
所＊
へ
書
出
候
外
、
他
所
・
他

国
舟
ニ
而
江
戸
江
致
直
積
候
分
、
丁
内
吟
味
仕
候
処
無
御
座
候
ニ
付
、
以

書
付
御
断
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　

未
十
一
月
廿
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

【
拾
壱
品
荷
物
】
大
坂
か
ら
江
戸
に
送
る
日
常
必
需
品
。
米
・
油
・
酒
・
醤
油
・
酢
・

薪
・
魚
油
・
塩
・
味
噌
・
繰
綿
・
木
綿
を
さ
す
。
三
カ
月
ご
と
に
数
量
を
調
査

し
大
坂
町
奉
行
所
に
報
告
す
る
こ
と
が
惣
年
寄
の
職
務
で
あ
っ
た
。
十
一
品
の

調
査
は
惣
年
寄
の
担
当
な
の
で
個
別
町
か
ら
惣
年
寄
中
に
報
告
さ
れ
た

【
廻
船
会
所
】
海
船
を
監
督
す
る
民
間
の
役
所
。
監
督
官
を
廻
船
年
寄
と
い
う
。

阿
波
町
に
所
在

　
　
　
　

覚

一
松
平
次
郎
兵
衛＊
様
江　
　

白
銀
壱
枚＊

　

右
ハ
御
初
入＊
為
御
礼
町
中
ゟ
奉
差
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　

未
十
一
月
廿
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

【
松
平
次
郎
兵
衛
】
こ
の
年
十
月
、
大
坂
西
町
奉
行
に
就
任
。
翌
十
一
月
に
名
乗

り
を
次
郎
兵
衛
か
ら
石
見
守
に
改
名

【
白
銀
壱
枚
】
白
銀
は
贈
答
用
の
銀
貨
。
単
位
は
枚
。
平
た
く
楕
円
形
に
伸
ば
し

和
紙
で
包
む
。
白
銀
一
枚
は
銀
四
十
三
匁
に
相
当

【
御
初
入
】
大
坂
町
奉
行
と
し
て
大
坂
に
着
任
す
る
こ
と

　
　
　
　

乍
憚
口
上

一�

他
町
持＊
豊
後
町＊
小
西
甚
右
衛
門
義
丁
内
掛
屋
敷
壱
ケ
所
所
持
仕
候
処
、
右

同
人
先
達
而
唐
物
取
締
役＊
ニ
被
為
仰
付
、
右
役
相
勤
候
内
、
壱
役
御
免
被

二
一
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為
仰
付
御
座
候
処
、
此
度
右
家
屋
敷
丁
内
鳥
飼
屋
猶
蔵
江
売
渡
候
ニ
付
、

今
日
東
御
番
所
様
江
年
寄
御
召
被
為
成
、
右
家
屋
敷
売
渡
候
ニ
付
甚
右
衛

門
無
役
之
儀
外
町
掛
屋
敷
ニ
而
被
為
仰
付
候
、
当
町
内
之
儀
ハ
以
前
之
通

御
公
役
等
相
勤
候
様
被
為
仰
渡
候
ニ
付
、
此
段
以
書
付
御
断
申
上
候
、
以

上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　

未
十
二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

【
他
町
持
】
町
内
に
あ
る
家
屋
敷
の
う
ち
町
外
に
居
住
す
る
町
人
名
義
の
も
の
。

掛
屋
敷
と
い
う

【
豊
後
町
】「
ぶ
ん
ご
ま
ち
」。
大
坂
三
郷
の
う
ち
北
組
。
東
横
堀
に
か
か
る
思
案

橋
付
近

【
唐
物
取
締
役
】
安
永
八
年
九
月
、
大
坂
町
奉
行
所
は
薬
種
流
通
を
取
り
締
ま
る

目
的
で
、
薬
業
関
係
者
を
業
種
ご
と
に
組
織
し
、
唐
薬
問
屋
・
薬
種
中
買
・
唐

物
本
商
人
に
取
り
締
ら
せ
た
。
唐
薬
問
屋
・
薬
種
中
買
・
唐
物
本
商
人
か
ら
各

三
名
を
唐
物
取
締
役
に
任
じ
取
締
に
あ
た
る
と
と
も
に
輸
入
薬
の
検
査
を
開
始

し
た
。
同
時
に
大
坂
市
中
脇
店
、
在
方
の
薬
種
屋
・
合
薬
薬
に
鑑
札
株
を
与
え
、

脇
店
株
と
し
て
組
織
し
た

＊
小
西
甚
右
衛
門
に
つ
い
て
、
本
誌
五
五
号
で
は
「
無
役
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た

の
は
、
唐
薬
問
屋
と
し
て
唐
物
取
締
役
を
命
じ
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
れ
に
関
し
て
は
未
確
認
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
が
、
本
文
か
ら
こ
の
推

測
が
確
か
め
ら
れ
た
。

＊
本
誌
五
六
号
で
、
近
江
屋
孫
兵
衛
が
所
持
す
る
薬
種
株
札
に
つ
い
て
「
安
永
か

ら
天
明
年
間
に
大
坂
町
奉
行
所
が
未
組
織
の
薬
関
連
業
者
を
組
織
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
あ
り
」
と
い
う
曖
昧
な
コ
メ
ン
ト
を
付
け
た
が
、
安
永
八
年
九
月
の

薬
種
取
締
仕
法
に
よ
っ
て
薬
種
屋
・
合
薬
屋
に
株
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

北
組
三
番

一�

他
町
持
豊
後
町
小
西
甚
右
衛
門
家
屋
敷
壱
ケ
所
、
表
口＊
六
間
壱
尺
五
寸＊
・

裏
行＊
弐
拾
間
壱
尺
七
寸
三
分
、
但
一
役
六
歩＊
、
右
家
屋
敷
所
持
仕
候
処
、

丁
内
近
江
屋
藤
右
衛
門＊
借
屋
鳥
飼
屋
猶
蔵
買
受
申
候

一�

右
小
西
甚
右
衛
門
儀
唐
物
取
締
役
相
勤
候
ニ
付
、
右
掛
屋
敷
ニ
而
壱
役
御

免
被
為
仰
付
御
座
候
処
、
此
度
家
屋
敷
売
渡
申
候
故
、
水
帳
絵
図
奥
書
無

役
之
処
、
張
消
申
度
奉
存
候

右
之
通
水
帳
絵
図
張
紙
仕
度
、
乍
恐
以
書
付
御
断
奉
申
上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

御
奉
行
様　
　

東

【
表
口
】
間
口
。
家
屋
敷
地
の
う
ち
通
り
に
面
し
た
正
面
の
長
さ

【
六
間
壱
尺
五
寸
】
一
間
は
約
一
八
二
セ
ン
チ
。
六
尺
。
一
尺
は
一
〇
寸

【
裏
行
】
裏
行
。
家
屋
敷
地
の
表
か
ら
裏
ま
で
の
長
さ

【
一
役
六
歩
】
こ
の
家
屋
敷
の
家
役
。
公
役
の
賦
課
基
準
と
な
る

【
近
江
屋
藤
右
衛
門
】
薬
種
中
買
仲
間
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＊
地
方
方
役
所
に
提
出
。

　
　
　
　

乍
恐
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

一�

他
町
持
豊
後
町
小
西
甚
右
衛
門
家
屋
敷
壱
ケ
所
所
持
仕
、
唐
物
売
買
方
取

締
役
相
勤
候
ニ
付
、
右
掛
ケ
屋
敷
ニ
而
一
役
御
免
被
為
仰
付
御
座
候
処
、

此
度
丁
内
近
江
屋
藤
右
衛
門
借
屋
鳥
飼
屋
猶
蔵
買
請
町
内
持
直
判＊
相
勤
申

候
右
之
通
三
ケ
條
御
法
度
書
之
証
文
ニ
脇
書
仕
度
、
左
ニ
書
付
乍
恐
御
窺
奉
申

上
候
、
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　

天
明
七
年
未
十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
右
衛
門

御
奉
行
様　
　

大
西
駒
蔵
様
御
聞
届

　
　
　
　

他
町
持
豊
後
町
ニ
住
宅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　
　

○　
　

甚
右
衛
門
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
丁
内
近
江
屋　
　
　
　

天
明
六
丙
午
年

　
　
　
　
　
　
　
　
藤
右
衛
門
借
屋　
　
　

四
月
唐
物
売
買

　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
飼
屋
猶
蔵　
　
　
　

方
取
締
役
被
為

　
　
　
　
　
　
　
　
買
受
、
丁
内
持　
　
　

仰
付
右
役
相
勤
候
内

　
　
　
　
　
　
　
　
直
判　
　
　
　
　
　
　

壱
役
御
免

【
町
内
持
直
判
】
宗
旨
巻
は
町
内
の
家
屋
敷
所
有
者
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
家
屋
敷
に
所
有
者
が
居
住
す
る
場
合
は
「
住
宅
」、
所
有
者
は
そ
の
家
屋
敷

に
居
住
し
て
い
な
い
が
同
じ
町
内
の
住
人
で
あ
る
場
合（
掛
屋
敷
）は「
町
内
持
」

と
い
う
。
住
宅
や
町
内
持
の
家
屋
敷
は
宗
旨
巻
に
所
有
者
が
捺
印
す
る
。
こ
れ

を
直
判
と
い
う
。
な
お
掛
屋
敷
を
家
守
が
管
理
す
る
場
合
は
家
守
が
捺
印
す
る
。

こ
れ
を
「
代
判
」
と
い
う

＊
寺
社
方
役
所
に
提
出
。

「（
裏
表
紙
）
　

　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　

会
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
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【
翻
　
　
訳
】

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
引
っ
越
し
の
お
願
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
近
江
屋
藤
右
衛
名
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

借
屋
住
人　
　
　

鳥
飼
屋
猶
蔵

一�

つ
、
別
家
で
手
代
の
鳥
飼
屋
喜
兵
衛
は
今
年
の
四
月
ま
で
町
内
に
あ
る
鳥

飼
屋
惣
七
が
家
守
と
し
て
管
理
す
る
借
屋
に
世
帯
主
で
住
ん
で
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
病
身
の
た
め
商
売
を
勤
め
る
の
が
難
し
く
な
り
、
私
方
に

引
き
取
り
同
居
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
い
ま
だ
体
調
が
勝
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
こ
の
度
南
都
の
下
三
条
町
に
住
む
弟
油
屋
又
次
郎
方
へ
引
っ

越
し
同
居
し
た
い
と
申
し
ま
す
。
そ
の
た
め
お
手
数
な
が
ら
、
こ
の
引
っ

越
し
の
件
を
お
願
い
し
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
の
喜
兵
衛
は
大
坂
に
お
い
て

債
権
・
債
務
・
掛
け
売
り
・
掛
け
買
い
に
か
か
わ
る
も
め
ご
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ご
高
配
を
た
ま
わ
り
、
こ
の
願
い
を
お
聞
き
届
け
く
だ
さ
い
ま
し

た
ら
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
九
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋
猶
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳥
飼
屋
喜
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
気
の
た
め　
　

弟
又
次
郎

こ
の
通
り
猶
蔵
が
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
そ
れ
な
が
ら
私
ど
も
が

署
名
捺
印
し
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
主　
　

近
江
屋
藤
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
病
気
の
た
め
別
家
手
代
又
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
人
組　

紙
屋
源
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

小
西
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

紀
伊
国
屋
仁
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　

小
西
八
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄　

紙
屋
吉
右
衛
門

大
坂
東
町
奉
行
様

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
銭
屋
与
左
衛
門
が
家
守
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　

管
理
す
る
借
屋
住
人　

近
江
屋
十
右
衛
門

一�

つ
、
私
が
管
理
人
で
あ
る
借
屋
の
軒
下
に
今
夕
七
時
頃
、
今
年
二
歳
ば
か

り
に
み
え
る
男
児
の
捨
子
が
あ
り
ま
し
の
で
、
早
速
家
に
入
れ
体
を
見
改

め
ま
し
た
が
疵
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
切
に
介
抱
し
養
育
し
て

お
り
ま
す
こ
と
を
お
届
け
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
子
ど
も
に
匿
名
の
書
置

が
添
え
て
あ
り
ま
し
た
の
で
持
参
し
ま
し
た
。
以
上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
十
月
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
江
屋
十
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄
病
気
の
た
め
月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬

大
坂
町
奉
行
様
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お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄
が
病
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
た
め　

月
行
司

一�

つ
、
今
夜
、
町
内
の
近
江
屋
十
右
衛
門
が
家
守
と
し
て
管
理
す
る
借
屋
の

軒
下
に
今
年
二
歳
く
ら
い
に
み
え
る
男
の
子
の
捨
子
が
あ
り
ま
し
た
。
早

速
お
届
け
し
た
ろ
こ
ろ
、
本
日
夜
番
の
者
を
連
れ
て
出
頭
す
る
よ
う
ご
指

示
が
あ
り
承
知
し
ま
し
た
。
夜
番
は
藤
嶋
屋
弥
七
が
家
守
と
し
て
管
理
す

る
町
会
所
屋
敷
内
の
借
屋
に
住
む
有
具
屋
長
五
郎
で
す
。
本
人
を
連
れ
て

ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
お
届
け
し
ま
す
。
以
上
で
す

　
　
　

天
明
七
年
十
月
七
日　
　
　
　
　

伏
見
屋
五
郎
兵
衛　

大
坂
町
奉
行
様

恐
縮
に
存
じ
ま
す
が
書
置
に
て
お
願
い
し
ま
す
。
私
は
と
り
わ
け
不
運
続
き

で
す
。
ま
ず
母
が
は
か
な
く
な
り
、
次
い
で
こ
の
子
の
母
親
も
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
な
ん
と
か
し
て
こ
の
子
を
育
て
た
い
の
で
す
が
、
我
が
身

に
不
運
が
積
み
重
な
り
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
子
に
構
っ
て
い
る
と
物
乞
い
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
御
町
内
に
養
育
を
お
願
い
す

る
次
第
で
す
。
こ
の
子
は
去
年
の
四
月
二
十
三
日
生
ま
れ
。
氏
神
は
仁
徳
天

皇
社
で
す
。
何
枚
か
着
替
え
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
一
枚
一
枚
と
売
り
払

い
、
こ
の
衣
服
だ
け
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
子
は
家
の
な
い
者
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
く
れ
ぐ
れ
も
お
頼
み
し
ま
す
。

　
　

十
月
六
日

　
　
　
　
　
　

御
町
中
様

こ
の
書
置
は
、
昨
夜
、
町
内
の
近
江
屋
十
右
衛
門
名
義
の
借
屋
の
軒
下
に
今

年
二
歳
ば
か
り
の
男
児
捨
子
が
あ
り
、
そ
の
子
に
添
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で

す
。こ
の
書
置
を
写
し
ま
し
た
の
で
、僭
越
で
す
が
提
出
し
ま
す
。以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄
が
病
気
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司

　
　

天
明
七
年
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伏
見
屋
五
郎
兵
衛

大
坂
町
奉
行
様

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
夜
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
町
会
所
屋
敷
家
守
藤
嶋
屋
弥
七
が
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
借
屋
住
人　
　

有
具
屋
長
五
郎

一�

つ
、
昨
夜
、
町
内
の
近
江
屋
十
右
衛
門
が
家
守
と
し
て
管
理
す
る
借
屋
の

軒
下
に
今
年
二
歳
く
ら
い
に
み
え
る
男
の
子
の
捨
子
が
あ
り
ま
し
た
。
町

内
の
者
が
こ
の
こ
と
を
お
届
け
し
ま
し
た
。
私
は
道
修
町
三
丁
目
に
夜
番

で
雇
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
件
で
町
奉
行
所
に
呼
ば
れ
事
情
を
尋
ね
ら
れ

ま
し
た
。
お
そ
れ
多
い
こ
と
で
す
が
、
以
下
こ
の
件
に
つ
き
申
し
上
げ
ま

す
。
私
は
昨
夕
、
道
修
町
三
丁
目
に
出
勤
し
町
内
を
見
回
り
ま
し
た
。
異

常
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
度
番
屋
（
町
会
所
か
）
に
戻
り
、
ま
も
な

二
五
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く
町
内
の
見
廻
り
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
こ
の
捨
子
が
あ
り
ま
し
た
。
驚

き
た
だ
ち
に
家
守
と
町
内
に
知
ら
せ
ま
し
た
。
以
前
か
ら
捨
子
監
視
の
町

触
も
あ
り
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
趣
旨
を
守
っ
て
巡
廻
を
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
捨
子
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
な
い
で
い
た
の
は
全
く

の
不
注
意
で
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
ご
処
分
を
う
け
て
も

弁
明
は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
申
し
訳
な
く
存
じ
ま
す
。
ど
う
か
今
回
の

件
は
ご
配
慮
い
た
だ
き
、
穏
便
に
捨
子
届
け
を
ご
受
理
し
て
い
た
だ
き
た

く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
未
十
月
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
具
屋
長
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
守　

藤
嶋
屋
弥
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄
病
気
に
つ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司
伏
見
屋
五
郎
兵
衛

大
坂
東
町
奉
行
様

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄

一�

つ
、
小
西
半
兵
衛
は
居
宅
と
し
て
町
内
に
家
屋
敷
を
一
カ
所
所
有
し
て
い

ま
す
。
今
年
六
月
か
ら
過
書
座
の
年
寄
役
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
摂
津
国
平
田
の
船
番
所
詰
め
の
勤
務
と
な
り
ま
し
た
。

留
守
中
の
代
判
は
別
家
で
手
代
の
小
西
嘉
助
が
勤
め
ま
す
。
嘉
助
は
町
内

に
あ
る
伏
見
屋
六
兵
衛
名
義
の
借
屋
に
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
今

年
六
月
十
四
日
に
届
け
出
、
ご
受
理
い
た
だ
け
ま
し
た
。
半
兵
衛
は
ま
だ

留
守
中
な
の
で
、
今
年
十
月
か
ら
使
用
す
る
宗
旨
巻
の
小
西
嘉
助
の
該
当

箇
所
に
次
の
よ
う
な
追
記
を
書
き
入
れ
た
く
、
お
う
か
が
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　
　

天
明
七
年
十
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

大
坂
町
奉
行
様

　
　

�

家
主
の
小
西
半
兵
衛
は
過
書
座
年
寄
役
勤
務
の
た
め
摂
津
国
平
田
の
船

番
所
詰
め
。
半
兵
衛
が
留
守
中
の
代
判
は
別
家
で
手
代
の
小
西
嘉
助
。

嘉
助
は
町
内
に
あ
る
伏
見
屋
六
兵
衛
名
義
の
借
屋
の
住
人
。

　
　

東
町
奉
行
所
で
貼
紙
手
続
き
を
済
ま
す
。

　
　
　
　

覚

肥
前
国
唐
津
藩

一
つ
、
米
百
三
十
六
石
六
斗
、
今
年
九
月
分

　

�
右
は
水
野
左
近
将
監
殿
蔵
屋
敷
の
入
荷
米
に
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
以

上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蔵
元
道
修
町
三
丁
目
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十
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司　

浅
井
以
敬

　
　

北
組
惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

覚

一�

つ
、
町
奉
行
所
か
ら
鉄
砲
所
持
の
調
査
を
す
る
よ
う
ご
指
示
が
あ
り
、
町

内
で
所
持
ま
た
は
預
か
っ
て
い
る
者
を
確
認
し
文
書
で
提
出
す
る
よ
う
惣

会
所
か
ら
ご
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
町
内
の
家
持
住
人
か
ら
借
家
人
ま
で

く
ま
な
く
確
認
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
鉄
砲
を
所
持
ま
た
は
預
か
っ
て
い
る

者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
事
を
文
書
で
ご
報
告
し
ま
す
。以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄

　
　
　

未
年
十
月
十
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　

北
組
惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

月
行
司
の
名
前
は
浅
井
以
敬
で
書
類
を
作
成

　
　
　
　

覚

一�

つ
、
歌
舞
伎
役
者
を
町
内
で
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
一
人
も
居
住
し
て
お
り

ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
文
書
で
ご
報
告
し
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　
　

未
年
十
一
月
朔
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄

北
組
三
番

一�

つ
、
町
内
の
住
人
小
西
半
兵
衛
は
今
年
六
月
か
ら
過
書
座
の
年
寄
役
を
つ

と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め
摂
津
国
平
田
船
番
所
詰
め
の
勤

務
と
な
り
ま
し
た
。
留
守
中
の
代
判
は
別
家
で
店
の
手
代
を
つ
と
め
る
小

西
嘉
助
が
つ
と
め
ま
す
。
嘉
助
は
町
内
に
あ
る
伏
見
屋
六
兵
衛
名
義
の
借

屋
に
住
ん
で
い
ま
す
。
半
兵
衛
の
願
い
に
よ
り
、
こ
の
役
を
つ
と
め
て
い

る
間
は
公
役
の
負
担
が
一
役
分
免
除
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
変
更
を
水
帳
絵

図
の
奥
書
の
該
当
箇
所
に
貼
紙
で
記
載
し
た
い
の
で
、
こ
の
事
を
お
伝
え

し
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
十
一
月
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

東
町
奉
行
様

　

�
こ
の
件
は
、
同
日
宗
旨
方
役
所
へ
も
、
一
役
分
無
役
に
な
っ
た
こ
と
を
宗

旨
巻
に
追
記
し
た
い
と
口
上
書
で
お
尋
ね
し
た
。
地
方
役
所
と
同
様
、
町

内
の
家
役
総
数
か
ら
一
役
免
除
を
指
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
三
ケ
条
宗

旨
巻
証
文
に
一
役
が
無
役
と
な
っ
た
こ
と
を
追
記
し
た
く
、
以
下
の
よ
う

二
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な
文
面
で
よ
い
か
お
た
ず
ね
し
た
。
文
案
は
次
の
通
り
。

　
　

�

家
主
の
小
西
半
兵
衛
は
過
書
座
年
寄
役
勤
務
の
た
め
摂
津
国
平
田
船
番

所
に
詰
め
て
お
り
ま
す
。
半
兵
衛
が
留
守
中
の
代
判
は
別
家
手
代
で
町

内
伏
見
屋
六
兵
衛
名
義
の
借
屋
住
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
西
嘉
助

　
　
　
　
　
　

天
明
七
年
十
一
月
以
後
、
過
書
座
年
寄
任
期
中
は

　
　
　
　
　
　

家
役
を
一
役
免
除
す
る
と
ご
指
示
を
受
け
た
。

　
　
　
　

は
ば
か
り
な
が
ら
口
上

一�

つ
、
町
内
住
人
小
西
半
兵
衛
は
今
年
六
月
か
ら
過
書
座
年
寄
役
を
勤
め
て

い
ま
す
。
こ
の
件
で
昨
二
日
に
東
町
奉
行
所
に
呼
び
出
さ
れ
、
半
兵
衛
が

年
寄
役
の
任
期
中
は
家
役
を
一
役
免
除
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
件
を
書
面
で
ご
報
告
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄

　
　

未
年
十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　

惣
御
年
寄
中

北
組
三
番

一�

つ
、
町
内
に
あ
る
町
年
寄
紙
屋
吉
右
衛
門
名
義
の
家
屋
敷
を
管
理
す
る
家

守
紙
屋
源
八
が
、
こ
の
度
印
鑑
彫
り
直
し
を
申
請
。

一�

つ
、
町
内
の
住
人
近
江
屋
忠
右
衛
門
は
十
歳
な
の
で
同
居
の
手
代
庄
兵
衛

を
代
判
人
に
た
て
て
い
る
。
庄
兵
衛
は
こ
の
た
び
三
右
衛
門
と
改
名
し
、

町
内
に
あ
る
上
田
三
郎
左
衛
門
名
義
の
借
屋
に
別
家
。
代
判
は
継
続
し
て

勤
め
る
。

右
の
内
容
で
水
帳
絵
図
に
貼
紙
を
し
た
い
の
で
、
書
面
で
御
報
告
し
ま
す
。

以
上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
十
一
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬

大
坂
東
町
奉
行
様

　
　

�

右
の
件
は
同
日
、
宗
旨
方
役
所
に
あ
る
書
類
に
も
脇
書
を
申
請
し
た
。

脇
書
の
文
言
は
地
方
役
所
の
書
類
と
同
様
、
紙
屋
吉
右
衛
門
居
宅
の
続

屋
敷
な
ら
び
に
町
内
住
人
名
義
の
屋
敷
管
理
人
紙
屋
源
八
と
記
す
。
そ

の
他
の
脇
書
は
右
に
示
し
た
通
り
。
こ
の
申
請
は
担
当
与
力
の
大
西
駒

蔵
様
が
受
理
さ
れ
た
。

　
　
　
　

大
坂
北
組
道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
居
宅
続
屋
敷
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
守
は
吉
右
衛
門
名
義
の
借
屋
住
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
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紙
屋
源
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
鑑
を
彫
り
直
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
後
こ
の
印
鑑
を
使
用

　
　
　
　

町
内
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
家
守
は
吉
右
衛
門
名
義
の
借
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
源
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
に
同
じ

　
　
　
　

家
主
近
江
屋
忠
右
衛
門
が
拾
歳
に
つ
き

　
　
　
　

代
判
は
同
居
の
手
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●　
　

吉
右
衛
門
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
判
人
の
庄
兵
衛
は
三
右
衛
門
と
改
名
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
内
上
田
三
郎
左
衛
門
名
義
の
借
屋
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
家
。
代
判
は
こ
れ
ま
で
の
通
り

　
　
　
　

覚

一�

つ
、
今
年
八
月
か
ら
十
一
月
ま
で
に
江
戸
に
出
荷
し
た
十
一
品
諸
荷
物
に

つ
き
町
内
で
確
認
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
廻
船
会
所
へ
書
面
で
届
け
出
た
ほ

か
は
、他
所
・
他
国
の
船
で
江
戸
に
直
接
輸
送
し
た
商
品
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
結
果
を
書
面
で
報
告
し
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
年
寄

　
　

未
年
十
一
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

月
行
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
井
以
敬

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

覚

一
つ
松
平
次
郎
兵
衛
様
へ　
　

白
銀
一
枚

　

�

右
の
銀
は
大
坂
町
奉
行
と
し
て
着
任
さ
れ
た
御
祝
い
と
し
て
、
道
修
町
三

丁
目
住
人
か
ら
さ
し
あ
げ
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄

　
　

未
年
十
一
月
二
十
六
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

二
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は
ば
か
り
な
が
ら
口
上

一�
つ
、
豊
後
町
の
住
人
小
西
甚
右
衛
門
は
町
内
に
他
町
持
と
し
て
扱
わ
れ
る

家
屋
敷
を
一
カ
所
所
持
し
て
い
ま
す
。
甚
右
衛
門
は
先
日
、
唐
物
取
締
役

を
命
じ
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
在
任
中
は
町
内
の
家
屋
敷
か
ら
家
役
を
一
役
免

除
す
る
御
指
示
も
受
け
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
こ
の
家
屋
敷

を
町
内
の
鳥
飼
屋
猶
蔵
に
売
却
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
本
日
町
年
寄

が
東
町
奉
行
所
に
呼
び
出
さ
れ
ま
し
た
。
町
内
家
屋
敷
が
売
却
さ
れ
た
の

で
、
甚
右
衛
門
に
対
す
る
一
役
免
除
特
権
は
甚
右
衛
門
が
道
修
町
三
丁
目

以
外
に
所
有
す
る
掛
屋
敷
に
適
用
す
る
と
の
御
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
に
と
も
な
い
、
町
内
に
あ
る
甚
右
衛
門
名
義
の
家
屋
敷
は
以
前
の
と
お

り
公
役
そ
の
他
を
負
担
す
る
よ
う
御
指
示
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
事
を
書

面
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
以
上
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目
町
年
寄

　
　
　

未
年
十
二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

　
　
　
　

惣
御
年
寄
中

　
　
　
　

お
そ
れ
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

北
組
三
番

一�

つ
、
他
町
持
の
家
屋
敷
一
カ
所
、
間
口
は
六
間
一
尺
五
寸
・
裏
行
は
二
十

間
一
尺
七
寸
三
分
、
家
役
は
一
役
六
歩
。
こ
の
家
屋
敷
は
豊
後
町
の
小
西

甚
右
衛
門
が
所
持
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
た
び
町
内
の
住
人
近
江
屋
藤

右
衛
門
名
義
の
借
屋
住
人
鳥
飼
屋
猶
蔵
が
買
い
取
り
ま
し
た
。

一�

つ
、
小
西
甚
右
衛
門
は
唐
物
取
締
役
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
修

町
三
丁
目
に
あ
る
屋
敷
か
ら
家
役
一
役
を
免
除
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ

の
た
び
こ
の
家
屋
敷
を
売
却
し
ま
し
た
の
で
、
水
帳
絵
図
の
奥
書
に
「
無

役
」
と
記
し
た
箇
所
を
貼
紙
を
し
て
抹
消
し
た
い
と
希
望
し
ま
す
。

右
の
と
お
り
、
水
帳
絵
図
に
貼
紙
を
し
た
く
、
書
面
で
申
請
し
ま
す
。
以
上

で
す
。

　
　

天
明
七
年
十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

大
坂
東
町
奉
行
様

　
　
　
　

は
ば
か
り
な
が
ら
口
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

町
年
寄

一�
つ
、
豊
後
町
小
西
甚
右
衛
門
は
町
内
に
他
町
持
と
し
て
扱
わ
れ
る
家
屋
敷

一
カ
所
を
所
持
し
て
い
ま
す
。
甚
右
衛
門
は
唐
物
売
買
方
取
締
役
に
な

り
、
こ
の
掛
屋
敷
か
ら
一
役
免
除
す
る
よ
う
御
指
示
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
た
び
こ
の
家
屋
敷
を
町
内
の
近
江
屋
藤
右
衛
門
名
義
の
借
屋
住
人
鳥
飼
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屋
猶
蔵
が
買
い
取
り
、
家
屋
敷
は
町
内
持
に
な
り
、
猶
蔵
が
書
類
に
直
判

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

右
の
内
容
を
宗
旨
巻
に
脇
書
を
し
た
く
、
以
下
、
書
面
で
申
請
し
ま
す
。
以

上
で
す
。

　
　

天
明
七
年
十
二
月
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

紙
屋
吉
右
衛
門

御
奉
行
様　
　

大
西
駒
蔵
様
が
受
理
さ
れ
た

　
　
　
　

他
町
持
。
家
主
は
豊
後
町
に
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○　
　

○　
　

甚
右
衛
門
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□

　
　
　
　
　
　
　
　
町
内
近
江
屋
藤
右
衛
門　

天
明
六
年
四
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
が
所
有
す
る
借
屋
の　
　

唐
物
売
買
方
取
締
役
を

　
　
　
　
　
　
　
　
住
人
鳥
飼
屋
猶
蔵
が　
　

命
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
買
い
取
り
、
町
内
持
、　 

在
任
中
一
役
御
免
除
。

　
　
　
　
　
　
　
　
並
び
に
直
判
と
な
る
、

（
裏
表
紙
）

「　
　

　
　
　

道
修
町
三
丁
目

　
　
　
　
　
　
　
　

会
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
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